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うきは市告示第172号

令和２年第６回うきは市議会定例会を次のとおり招集する

令和２年11月25日

うきは市長 髙木 典雄

記

１ 期 日 令和２年12月４日（金）午前９時

２ 場 所 うきは市議会議場

──────────────────────────────

○開会日に応招した議員

組坂 公明君 野鶴 修君

竹永 茂美君 岩淵 和明君

佐藤 湛陽君 上野 恭子君

江藤 芳光君 伊藤 善康君

中野 義信君

──────────────────────────────

○12月７日に応招した議員

──────────────────────────────

○12月８日に応招した議員

──────────────────────────────

○12月９日に応招した議員

──────────────────────────────

○12月10日に応招した議員

──────────────────────────────

○12月16日に応招した議員

──────────────────────────────
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○応招しなかった議員
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令和２年 第６回（定例）う き は 市 議 会 会 議 録（第１日）

令和２年12月４日（金曜日）

議事日程（第１号）

令和２年12月４日 午前９時00分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 諸報告

日程第４ 議案上程（議案第77号から議案第101号まで25件）

日程第５ 市長の提案理由説明

日程第６ 委員会調査報告（総務産業常任委員会・厚生文教常任委員会）

日程第７ 議案第78号 令和２年度うきは市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第８ 議案第79号 令和２年度うきは市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第80号 令和２年度うきは市立自動車学校特別会計補正予算（第２号）

日程第10 議案第81号 令和２年度うきは市簡易水道事業会計補正予算（第２号）

日程第11 議案第82号 令和２年度うきは市下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第12 議案第83号 農業委員会委員の任命について

日程第13 議案第86号 久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久

留米広域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議について

日程第14 議案第87号 久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久

留米広域市町村圏事務組合規約の変更に伴う財産処分に関する協議に

ついて

日程第15 議案第88号 うきは市納骨堂の指定管理者の指定について

日程第16 議案第89号 うきは市簡易給水施設の指定管理者の指定について

日程第17 議案第96号 うきは市防災会議設置条例の一部を改正する条例の制定について

日程第18 議案第97号 うきは市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例の制定について

日程第19 議案第98号 うきは市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

日程第20 議案第99号 うきは市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第21 議案第100号 うきは市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関す
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る条例の一部を改正する条例の制定について

日程第22 議案第101号 うきは市吉井教育会館条例を廃止する条例の制定について

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 諸報告

日程第４ 議案上程（議案第77号から議案第101号まで25件）

日程第５ 市長の提案理由説明

日程第６ 委員会調査報告（総務産業常任委員会・厚生文教常任委員会）

日程第７ 議案第78号 令和２年度うきは市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第８ 議案第79号 令和２年度うきは市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第80号 令和２年度うきは市立自動車学校特別会計補正予算（第２号）

日程第10 議案第81号 令和２年度うきは市簡易水道事業会計補正予算（第２号）

日程第11 議案第82号 令和２年度うきは市下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第12 議案第83号 農業委員会委員の任命について

日程第13 議案第86号 久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久

留米広域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議について

日程第14 議案第87号 久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久

留米広域市町村圏事務組合規約の変更に伴う財産処分に関する協議に

ついて

日程第15 議案第88号 うきは市納骨堂の指定管理者の指定について

日程第16 議案第89号 うきは市簡易給水施設の指定管理者の指定について

日程第17 議案第96号 うきは市防災会議設置条例の一部を改正する条例の制定について

日程第18 議案第97号 うきは市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例の制定について

日程第19 議案第98号 うきは市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

日程第20 議案第99号 うきは市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第21 議案第100号 うきは市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

日程第22 議案第101号 うきは市吉井教育会館条例を廃止する条例の制定について
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──────────────────────────────

出席議員（13名）

２番 組坂 公明君 ３番 野鶴 修君

４番 竹永 茂美君 ５番 岩淵 和明君

８番 佐藤 湛陽君 ９番 上野 恭子君

10番 江藤 芳光君 11番 伊藤 善康君

14番 中野 義信君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（１名）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

局 長 石井 良忠君 記録係長 宮﨑 恵君

記録係 加藤 裕介君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 髙木 典雄君 副市長 今村 一朗君

教育長 麻生 秀喜君 市長公室長 田篭 正規君

総務課長兼浮羽市民課長 中野昭一郎君

監査委員事務局長 佐藤 重信君 会計管理者 松岡 美紀君

市民協働推進課長兼男女共同参画推進室長 石井 孝幸君

企画財政課長 山崎 秀幸君 税務課長 大石 恵二君

徴収対策室長 田尻栄三郎君

市民生活課長兼人権・同和対策室長 白石 孝博君

保健課長 原 廣正君 福祉事務所長 末次ヒトミ君

住環境建設課長 村岡 薫君 都市計画準備課長 緒方 寧君

水資源対策室長 吉松 浩君

農林振興課長兼農業委員会事務局長 石井 太君
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学校教育課長 瀧内 教道君 生涯学習課長 井上 理恵君

自動車学校長 髙木 慎君 総務法制係長 宮﨑 哲工君

財政係長 江藤 良隆君 人事秘書係長 河原 祐介君

上下水道管理係長 高瀬 将嗣君

午前９時00分開会

○事務局長（石井 良忠君） 起立、礼。着席。

○議長（中野 義信君） ただいまから令和２年第６回うきは市議会定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（中野 義信君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

────────────・────・────────────

日程第２．会期の決定

○議長（中野 義信君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。

お諮りします。本市議会定例会の会期は、本日１２月４日から１２月１６日までの１３日間と

したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、会期は、本日１２月４日から１２月

１６日までの１３日間と決定しました。

────────────・────・────────────

日程第３．諸報告

○議長（中野 義信君） 日程第３、諸報告を行います。

議長より諸般の報告を行います。

お手元に配付しております諸般の報告文書を御覧ください。

１０月１２日、第１２８回福岡県南市議会議長会が書面開催されました。

以下、各会議が開催されておりますので、報告しておきます。

なお、それぞれの資料を議員控室にて閲覧に供しますので、御覧ください。

以上で諸般の報告を終わります。

次に、市長より行政報告がありましたら、これを許します。髙木市長。

○市長（髙木 典雄君） おはようございます。
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議員の皆様には常日頃より市政の運営に御理解と御協力をいただいておりますことを、まずも

ってお礼を申し上げます。

本１２月定例会は、条例の改正や補正予算並びに計画の策定などに関して御審議をお願いする

わけですが、９月定例会閉会以降、本日までの主立った事業等の報告につきましては、お手元の

資料の配付に代えさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。

○議長（中野 義信君） 以上で行政報告は終わりました。

これで、諸報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．議案上程

○議長（中野 義信君） 日程第４、議案の上程を行います。

議案第７７号から議案第１０１号まで２５件を上程します。

────────────・────・────────────

日程第５．市長の提案理由説明

○議長（中野 義信君） 日程第５、市長の提案理由の説明を求めます。髙木市長。

○市長（髙木 典雄君） 本日、令和２年第６回うきは市議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれましては、公私とも御多忙中にもかかわりませず御参集賜り、厚くお礼を申し

上げます。

今年も残すところ３週間余りとなり、議員の皆様方におかれましては、何かと気ぜわしい状況

かと思います。

振り返りますと、今年は新たな災害とも言える新型コロナウイルス感染症が急速に世界中に拡

大し、１１月末現在、世界の１９３の国と地域で５,９１０万人が感染し、死者は１３９万人と

なっております。日本でも現在、第３波といわれる感染が拡大しつつあり、１２月１日時点で

１５万４,０００人が感染し、２,２３８名の方が死亡しております。福岡県では、福岡・北九州

地域を中心に感染者が５,８８０名、死亡者１０８名となっています。うきは市内では７月、

９月及び１１月に感染が確認され、これまで感染者数は１２名となりました。

このような感染状況を踏まえ、国、福岡県は収入が大幅に減少した世帯や事業者等に対する緊

急経済対策を行いました。うきは市も独自の支援策と国及び県の支援を補完、補強する施策を決

定し、これまで第４弾の対策を実施してまいりました。本議会では、支援策の第５弾として、一

般会計補正予算（第８号）を提案させていただいております。

また、今年も気候変動による大雨の自然災害が多い年となりました。７月には１２日間で妹川

観測所において１,０１４ミリの雨量を観測し、うきは市の平年の年間降雨量の約６割、７月の

平年降水量の３倍以上の記録的な雨が降りました。うきは市を流れる筑後川も増水し、国土交通
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省が設置している荒瀬観測所では、７月７日９時１０分に氾濫危険水位の６.３メートルを大き

く超える観測史上最高の７.９メートルとなり氾濫が発生するなど、市内各地で多くの被害が発

生いたしました。市が管理する道路、河川の公共土木施設災害、農地農業用施設などの農林水産

業施設災害、農作物被害等を含めますと、８億円を超える被害額となりました。現在、早急な災

害復旧に向け、鋭意、取組を行っているところでございます。

さらに７月３０日の梅雨明け後は気温が上昇し、連日厳しい暑さが続いたことから、収穫前の

農作物にも被害が出ました。

日本の経済に関してでありますが、新型コロナウイルス感染症が拡大、継続する中で、事業の

自粛や休業の要請に伴い、日本の経済は大きな影響を受けております。内閣府は国全体のマクロ

経済の状況を明らかにするために、四半期ごとの国内総生産―ＧＤＰ成長率を発表しており

ます。令和２年４月期から６月期ＧＤＰ速報２次速報値では、実質成長率は前期比マイナス

７.９％、年率に換算しますとマイナス２８.１％となり、落ち込み幅はリーマンショック時の平

成２１年１月から３月期の前期比年率のマイナス１７.８％を大きく上回り、現行統計で最大の

落ち込みとなりました。１１月１６日に発表された令和２年７月期から９月期の速報―１次

速報値では、実質成長率は前期比プラス５.０％で、年率換算でプラス２１.４％となっておりま

す。物価変動の影響を反映し、生活実感に近い名目ＧＤＰは、前期比プラス５.２％、年率プラ

ス２２.７％となっています。成長率がプラスに転じましたが、これは前期の落ち込みが大きか

った反動によるもので、経済としては、まだ回復している状況とは言えません。最近の感染拡大

の影響を受け、今後さらに景気が低迷することも予想されます。

財務省福岡財務支局が１０月２８日に発表した福岡県内経済情勢報告によりますと、県内経済

は、総括判断では前回７月発表の下げ止まりから緩やかな持直しの動きが見られるとし、先行き

については、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済レベルを引き上げていく中で、各種施策の

効果もあって、持直しの動きが続くことが期待される。ただし、新型コロナウイルス感染症が地

域に与える影響に十分注意する必要があるということであります。

さて、令和３年度の国の予算は、例年ですと１２月末に政府案が閣議決定されます。一般会計

の総額は、７年連続で１００兆円を超える予算要求となっておりますが、新型コロナウイルス感

染症対策費として、現時点で各省庁から明確な金額を示していない事項要求があり、さらに膨ら

むものと思われます。

このような経済情勢を受け、うきは市におきましては、これまで地方創生の取組と併せて「第

２次うきは市総合計画」及び「うきは市ルネッサンス戦略」、さらには「うきは市教育大綱」に

位置づけられた事業の実施を通じて、活力と魅力ある、うきは市の形成に向け、取組を進めてま

いりました。今後も事業を継続して推進するため、令和３年度をスタートとする「第２次うきは
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市総合計画の後期計画」、「第２期うきは市ルネッサンス戦略」、「うきは市教育大綱」及び大

規模自然災害等に備えて、施策を総合的、計画的に実施するための「国土強靭化地域計画」の策

定を進めており、来年度からさらなる取組を進めてまいります。「第２次うきは市総合計画の後

期計画」及び「第２期うきは市ルネッサンス戦略」につきましては、本議会に上程をさせていた

だいております。今後も引き続き、近隣の市町村との連携をより強化し、うきは市の将来像であ

ります、「うきはブランドを絆で結ぶ しあわせ彩る うきは市」を目指す取組を進めてまいり

ます。これらの取組の実現に当たりましては、議会との連携が重要でございますので、議員の皆

様の御理解、御協力を賜りながら事業の推進を図るとともに、議員の皆様と一丸となって努めて

いく所存でございますので、引き続き、よろしくお願いを申し上げます。

これから年末年始を迎えるに当たり、議員の皆様におかれましては、何かと用務が重なり、公

私ともに多忙な毎日になろうかと思いますが、活力あるうきは市の形成に向け、引き続き御協力

を賜りますよう、重ねてお願い申し上げる次第でございます。

さて、本日提案しております議案は、条例案件６件、人事案件１件、予算案件６件、その他の

案件１２件の計２５件であります。なお、その他の案件のうち８件が、公共施設の指定管理者の

指定に係る議案となっております。

まず、議案第７７号から議案第８２号までは、令和２年度補正予算についてであります。

議案第７７号は、令和２年度うきは市一般会計補正予算（第８号）についてであります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億１,２４０万９,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２０３億１,３８７万３,０００円とするものでございます。

歳入の主なものは、固定資産税１,４８０万９,０００円、国庫負担金３,２０１万４,０００円、

県負担金１,６００万７,０００円、県補助金１億８,１０１万７,０００円、寄附金１億１３７万

１,０００円、基金繰入金３,８１６万３,０００円、雑入５,４７３万２,０００円の増額補正と、

市民税１,５９３万７,０００円、国庫補助金１,８１８万２,０００円の減額補正を計上いたして

おります。

歳出の主なものは、総務費では総務管理費７,１７５万６,０００円、民生費では社会福祉費

６,６１７万２,０００円、児童福祉費６,２６１万７,０００円、生活保護等対策費２,６３２万

６,０００円、衛生費では保健衛生費２,１１８万７,０００円、農林水産業費では農業費１億

７,１８５万円、土木費では道路橋りょう費６,０００万円の増額補正と、公債費では公債費

６,２４５万５,０００円の減額補正を計上いたしております。

議案第７８号は、令和２年度うきは市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について

であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出
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それぞれ３８億９,０７２万７,０００円とするものでございます。

歳入は、県補助金３００万円の増額補正を計上いたしております。

歳出は、諸支出金では償還金及び還付加算金１,０７９万２,０００円の増額補正と、総務費で

は総務管理費３７４万３,０００円、予備費４０４万９,０００円の減額補正を計上いたしており

ます。

議案第７９号は、令和２年度うきは市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につい

てであります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４億９,１３３万７,０００円とするものでございます。

歳入は、国庫補助金１６万７,０００円の増額補正を計上いたしております。

歳出は、総務費では徴収費８３万６,０００円の増額補正と、総務費では総務管理費４２万

７,０００円、予備費２４万２,０００円の減額補正を計上いたしております。

議案第８０号は、令和２年度うきは市立自動車学校特別会計補正予算（第２号）についてであ

ります。

歳出予算内の補正を行うものでございます。

議案第８１号は、令和２年度うきは市簡易水道事業会計補正予算（第２号）についてでありま

す。

収益的収入の額に１億２,８２０万５,０００円を追加し１億５,５６５万１,０００円とするも

のでございます。

収益的収入は、営業外収益１億２,８２０万５,０００円の増額補正を計上いたしております。

議案第８２号は、令和２年度うきは市下水道事業会計補正予算（第２号）についてであります。

収益的収入の額に２９９万円を追加し１６億２２３万３,０００円とし、収益的支出の額に

２,８５２万８,０００円を追加し１４億１,９９６万３,０００円とするものでございます。また、

資本的収入の額から１,２２３万円を減額し６,９７４万８,０００円とし、資本的支出の額から

２,４４６万円を減額し６億５,５０５万６,０００円とするものでございます。

収益的収入は、営業外収益２９９万円の増額補正を計上し、収益的支出の主なものは、営業外

費用２,８６３万９,０００円の増額補正を計上いたしております。

資本的収入は、補助金等１,２２３万円の減額補正を計上し、資本的支出は、建設改良費

２,４４６万円の減額補正を計上いたしております。

議案第８３号は、農業委員会委員の任命についてであります。

農業委員会委員の任期が令和３年３月１９日で満了となりますので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。
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議案第８４号は、第２次うきは市総合計画後期基本計画の策定についてであります。

第２次うきは市総合計画後期基本計画を策定することについて、うきは市議会基本条例第

１５条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案第８５号は、第２期うきは市ルネッサンス戦略の策定についてであります。

第２期うきは市ルネッサンス戦略を策定することについて、うきは市議会基本条例第１５条の

規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案第８６号は、久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久留米広

域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議についてであります。

久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する広域市町村圏計画に係る事務を廃止するた

め、同組合において共同処理する事務を変更し、これに伴い、同組合の規約を変更することに関

し、地方自治法第２８６条第１項の規定により、関係市町と協議をすることについて、同法第

２９０条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案第８７号は、久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久留米広

域市町村圏事務組合規約の変更に伴う財産処分に関する協議についてであります。久留米広域市

町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久留米広域市町村圏事務組合規約の変更に

伴う財産処分に関し、地方自治法第２８９条の規定により、関係市町と協議をすることについて、

同法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案第８８号から議案第９５号までは、指定管理者の指定についてであります。

いずれも地方自治法第２４４条の２第３項の規定による指定管理者の指定を行うことについて、

同条第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案第８８号は、うきは市納骨堂の指定管理者の指定についてであります。

議案第８９号は、うきは市簡易給水施設の指定管理者の指定についてであります。

議案第９０号は、コミュニティセンターの指定管理者の指定についてであります。

議案第９１号は、うきは市総合交流ターミナルの指定管理者の指定についてであります。

議案第９２号は、うきは市つづら棚田交流センターの指定管理者の指定についてであります。

議案第９３号は、うきは市総合福祉センターの指定管理者の指定についてであります。

議案第９４号は、うきは市ゆうゆうセンターの指定管理者の指定についてであります。

議案第９５号は、鏡田屋敷の指定管理者の指定についてであります。

議案第９６号は、うきは市防災会議設置条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

うきは市防災会議の委員のうち、うきは市消防団正副団長、消防委員長及びうきは消防署長を

消防長及び消防団長に改めるものでございます。

議案第９７号は、うきは市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条
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例の制定についてであります。

平成２８年３月に人事院勧告に伴う給与制度の総合的見直しに係る条例改正を行い、当分の間、

減給補償を行うことを附則において定めておりました。これを本年度末で終了するための改正を

行うものでございます。

議案第９８号は、うきは市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。

地方税法施行令の一部を改正する政令が令和２年９月４日に公布され、国民健康保険税の改正

部分が令和３年１月１日に施行されることに伴い、うきは市国民健康保険税条例の一部を改正す

るものでございます。

議案第９９号は、うきは市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

であります。

地方税法等の一部を改正する法律が令和２年４月１日に施行され、特例基準割合の名称に係る

改正が令和３年１月１日に施行されることに伴い、うきは市後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正するものでございます。

議案第１００号は、うきは市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてであります。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の改正に伴い、うきは

市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正するものでご

ざいます。

議案第１０１号は、うきは市吉井教育会館条例を廃止する条例の制定についてであります。

福祉事務所所管の吉井学童保育所へ移管するため、うきは市吉井教育会館条例を廃止するもの

でございます。

以上、提案理由の概要につきまして御説明を申し上げましたが、各議案の内容説明につきまし

ては、議題とされた際に、担当課長より改めて御説明をいたします。

いずれの議案も市政執行上、緊要なものでございますので、御審議の上、御議決賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

────────────・────・────────────

日程第６．委員会調査報告

○議長（中野 義信君） 日程第６、委員会調査報告を行います。

本件につきましては、総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会より、閉会中の継続調査申出

があっておりますので、その調査報告を求めます。
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それでは、初めに総務産業常任委員会の調査報告を求めます。１１番、伊藤総務産業常任委員

長。

○総務産業常任委員長（伊藤 善康君） 報告します。

令和２年第４回うきは市議会定例会において、閉会中の継続調査申出の所管事務調査を行った

ので、うきは市議会委員会条例第３６条の規定により、下記のとおり報告をいたします。

調査テーマ。

１、うきはレインボーファーム及びアグリコネクト協議会の取組に関する調査であります。

（１）日時、令和２年１０月２７日火曜日。午前９時から１５時３９分まで。

（２）場所、各園地と、うきは市役所３０１会議室であります。

（３）出席者は１２名、総務産業常任委員会が６名、レインボーファーム１人、ＪＡにじ１人、

農林振興課３名、議会事務局１人。

（４）調査の要旨、うきはレインボーファームは、新規就農者の育成及び中山間地の農業振興、

荒廃地対策を目的として、平成２７年度に設立された農業生産法人である。令和２年５月の全員

協議会でその取組について報告を受けたところであるが、総務産業常任委員会として現地調査を

含めた詳細な調査を行いました。

（５）主な内容。

①トマトハウス及び園地の現地調査を実施した。場所、トマトハウス、リースのハウスです。

品目がＣＦハウス桃太郎。面積が２８アールと１６アールです。次に真美野。柿（富有・太秋・

秋王）で７０アール。ブドウ（巨峰・シャインマスカット）で４３アール。温州ミカン、

３０アール。キウイフルーツ、１６アール。野菜、３０アール。それにクルミ・アーモンド、

２０アール。合計の２０９アールであります。

道迫、柿、これは成園ですが、西村・早生富有、１５０アールです。

②事業の概要及び主な質疑・意見。

レインボーファーム、新規就農者の育成。

今年度はトマト研修生１名、地域おこし協力隊２名に対し、独立就農に向けて栽培指導を行っ

ている。また、就農セミナー等への積極的な参加に加え、様々な機会を活用し、新規就農希望者

の掘り起こしを行うとともに、うきはのＰＲや就農相談等を実施している。

トマトの生産、販売面では次期作付の品種の再検討を行い、桃太郎ホープからＣＦハウス桃太

郎へと変更している。桃太郎ホープは黄化葉巻病等の病気には強いが、収量が伸びなかったこと

が変更理由である。販売単価も初年度―平成２７年度、キロ単価４２３円が令和元年度には

３２８円まで価格が下がってきた。レインボーファームの収入の大きな減少につながった大きな

要因である。
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また、「栽培管理徹底による等階級比率の高位平準化」を図ることを目標に掲げている。研修

生減に伴い要員が不足することから、作業内容を見直し効率化を進めているところである。

令和元年度末で地域おこし協力隊を含めて６名が研修を修了し、就農している。卒業生の令和

２年度の栽培計画は、合計で３２５トンを見込んでいる。キロ３００円で計算すると

９,７００万円である。１億円近い金額を卒業生で売り上げていくような計画となっている。卒

業生については成果が出ていると見ている。

次に、中山間地の農業振興、荒廃地対策であります。

真美野圃場においては、早期果樹成園化に向けて管理を徹底するとともに、引き続き農福連携

事業として市内Ａ型事業所と連携し、高菜作りの栽培支援、また適地作物の研究を行っている。

鳥獣被害対策としてワイヤーメッシュ柵及び目隠しシートを設置しており、現在までは被害は見

受けられない。

道迫圃場において、適期作業励行に努め収量確保を図るとともに、当地区でも懸案となってい

る鳥獣被害対策について近隣耕作者との連携を図る。一部、西村から富有柿へ改植を実施する予

定である。園地の流動化、新規就農者の確保及び地域のリーダーの育成について、生産者、農業

委員会、行政、ＪＡにじ、久留米普及指導センターと連携して取り組んでいる。

次に、主な質問と回答です。

Ｑ、栽培管理徹底による等階級比率の高位平準化とは何か。

Ａ、ＳをＭに変えて、できるだけ単価を上げようということ。栽培管理の徹底については、病

気を抑えて管理することを重点的に行っている。サイドネットの取替え、コナジラミの侵入を防

ぐ、隙間を防ぐ、養液がスムーズに流れるようにするなどの対策を実施している。

Ｑ、荒廃地対策を続けて採算は取れるのか。譲り受けた次の就農者は補助なしでやっていける

のか。

Ａ、肥培管理を行ってよいものを作るしかない。機械投入・初期投資に対する補助はある。譲

る前に、安全に耕作ができる園地にしておかなければと思っている。少しでも荒れ地になってい

るところを食い止めて就農につなげる。後につなげられるよう努力していきたい。粗収入で、三、

四年後には真美野１,０００万円、道迫６００万円の収入見込み。レインボーファームは、まず

赤字解消が課題である。今年度、経営の立て直しを図る。

Ｑ、新規就農育成支援が大事。実際に農業の先端にいる農家で育成したほうがよいのではない

か。

Ａ、国の青年就農給付金制度上、準備型の指導は農家で受け入れる条件が厳しくなってきてい

るので、うきはレインボーファームで受け入れている。ＪＡにじ管内は品目が多く、全てうきは

レインボーファームで手当てできる状況にないため、農の雇用で受け入れ、研修していただいて
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いる。

Ｑ、経営の立て直しということだが、トマトの収益が上がればよいのか。

Ａ、トマトプラス真美野・道迫の収入を含め黒字に戻して、新たな戦略を立てたい。

Ｑ、今後の見通しは。

Ａ、トマトは収量増を目指す。単価が下がっても、平成２７・２８年の売上げを目指す。果樹

は２０トンを目指す。トマトに係る経費は下げることができないが、人件費等は抑制がかかって

いる。プラスに持っていきたい。

次に主な意見として、３年続きの赤字であるが、立て直しに期待するしかない。研修修了後、

どうするかを考えて力を入れてほしい。新規就農者育成については、現場で教え込むことが大事

である。柿・ブドウではなく、手のかからない作物に取り組んだほうがよいと思う。市外からの

人のために住宅まで準備して呼び込んでほしい。

次に、ＪＡにじ管内アグリコネクト協議会の調査についてです。

ＪＡにじ管内の農業振興と産地の維持及び地域産業の担い手育成を目的として、今年４月に設

立された。うきは市、ＪＡにじ、レインボーファーム、久留米普及指導センターで構成する協議

会である。事業としては果樹園地流動化、担い手の支援、新たな担い手、労働力の確保を掲げて

いる。今年度は、久留米普及指導センターとレインボーファームを中心に、まず柿・ブドウの生

産農家に対して意向調査を実施しているところである。以前、議会より要望のあったハウス・機

械の状況も調査内容に入れている。農地情報を把握し、離農したいという農家の園地を優良園地

と農地的には厳しい園地に仕分をした上で、問合せや新規就農者誘致の際に、今にも空きそうな

ところを流動化していくような仕組みづくりを今年度から取り組んでいく。予算規模としては

４００万円程度の事業で、県からの補助金と、市・ＪＡの負担金等が収入となっている。この取

組は、平成３０年１１月に総務産業常任委員会で視察研修を実施した有限会社信州うえだファー

ムの考え方をＪＡにじ管内に持ってこられないかということでの取組である。

質問と回答ですね、主な。

Ｑ、予算は毎年４００万円かかるのか。計画・スケジュールは。

Ａ、目指すものは農地の中間所有。辞めたい人から次の人につなぐこと。今、件数を調査中。

予算がかかるかどうか分からないが、取組は続ける。県の補助は取りに行く。人員が欲しいが、

県は人は出せないとのこと。離農していく農地をどうするのか、産地を守るために何をすべきか

検討していく。

Ｑ、農業問題について、ＪＡの施策は。

Ａ、新規就農者、担い手の発掘が大きなテーマである。こまめな対応をしていくしかない。個

人事業主である以上、向き不向きはある。しっかりやれる農家をつくっていく。大きな施策は必
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要であるが、少しずつでも積み上げていくしかない。

Ｑ、現状荒廃地になっているところの調査は。

Ａ、柿を先行して行ったところである。キウイ・イチゴ等、全て調査していくが、３７０ヘク

タールの耕作放棄地とは別物。耕作放棄地にならないための取組である。

（６）所見。

うきはレインボーファームは、主要作物であるトマトの価格低迷により、３年連続の赤字経営

となっている。設立時の平成２７・２８年は高値であったため経営は安定していたが、その後、

年々トマトの価格が下がり、それがレインボーファームの収入の大きな減少につながった要因で

あるとのことだった。一般のトマト農家に話を聞いたところ、以前より収入は減ったが、まだ赤

字にはなっていないとのことだった。どこが違うのか。

今年度からは組織改革を行い、収穫量の多い品種に変えたりといろいろな対策を実行し、黒字

になるよう努力するとの言葉に期待するしかないようである。三、四年後には真美野

１,０００万円、道迫６００万円の粗収入を見込んでいるようだが、目標達成にはかなりの努力

が必要だと思う。

次に、アグリコネクト協議会については、総務産業常任委員会で視察研修をした画期的な耕作

放棄地対策を行っている有限会社信州うえだファームをモデルに取組を行うようである。今後、

大いに期待をしたい。しかし、懸念するのは３７０ヘクタールの耕作放棄地とは別物で、今ある

農地が耕作放棄地にならないための取組であるとのことであった。今ある３７０ヘクタールの耕

作放棄地はどうなっていくのか、喫緊の課題である。その解消に向けた取組についても、対策を

十分に講じていただきたい。

以上、総務産業常任委員会の閉会中の調査事項報告を終わります。

○議長（中野 義信君） 報告が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

委員長、自席へお戻りください。

以上で総務産業委員会の調査報告を終わります。

次に、厚生文教常任委員会の調査報告を求めます。８番、佐藤厚生文教常任委員長。

○厚生文教常任委員長（佐藤 湛陽君） それでは、委員会調査報告書。

令和２年第４回うきは市議会定例会において、閉会中の継続調査申出の所管事務調査を行った

ので、うきは市議会委員会条例第３６条の規定において、下記のとおり報告する。

記。
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Ⅰ、屋形古墳群に関する調査。

１、調査期日、令和２年１０月２２日木曜。

調査場所、屋形古墳群。

出席者、厚生文教常任委員会６名、生涯学習課長、文化財保護係長、文化財保護係員、議会事

務局、計１０名。

調査目的、屋形古墳群の整備は、うきは市にある３つの古墳群の先駆けとなる整備事業であり、

平成２７年３月に「屋形古墳群整備基本計画」が示され、保存と活用について検討、整備が進ん

でいる。うきは市の厳しい財政事情の中で、整備工事が行われる屋形古墳群における現状と課題、

今後の取組などについて、所管に屋形古墳群の整備に関する資料を求め、現地調査を行った。

５、調査結果、屋形古墳群は、珍敷塚古墳・原古墳・鳥船塚古墳・古畑古墳の４基の壁画系の

装飾古墳で構成されており、４基の装飾古墳は、いずれも６世紀後半頃の築造で時期が正確に判

明し、地域的な装飾の流行や時期差を考察することができる、全国でも唯一の古墳群となってい

る貴重な文化財である。特に珍敷塚古墳は学史的に極めて重要で、現在でも研究対象となってい

る。また、美術史学上でも貴重な装飾古墳として全国に知られており、月１回の公開日には全国

から見学者が訪れている。

珍敷塚古墳の覆屋は老朽化が進み、原古墳・鳥船塚古墳の２基については装飾の退色が激しく、

適切な保存施設がなく、装飾石材が露出した状態となっている。公開、活用を進めるため、退化

が進まない保存環境の整備が喫緊の課題である。地方創生事業による史跡指定地外の整備は令和

２年度で終了し、令和３年度以降は文化庁補助金（補助率５０％）を受けて、史跡指定地内の老

朽化した覆屋、遊歩道などの整備を計画しており、事業計画としては下記のとおりである。

以下、表を御覧いただきたいと思います。

史跡指定地内の整備後、珍敷塚古墳・原古墳・鳥船塚古墳について、毎月第３土曜日の公開見

学日以外でも、１０月下旬の筑後川流域装飾古墳同時公開やその他のイベント開催時など、多く

の人が訪れ、見学を含めて歴史に触れる機会を増やし、学校の社会科見学や古墳散策ツアーなど、

歴史学習を通して幅広く活用できるように関係課と連携しながら進めていきたいと考えている。

なお、古畑古墳について、老朽化した石室の蓋の改修は計画しているが、覆屋の建設は予定して

いないため、墳丘の見学のみとなる。

主な質疑。

Ｑ、ガイダンス拠点にする整備工事の詳細は。

Ａ、ガイダンスの広場、駐車場、トイレを建築する予定としている。写真や各古墳の説明、地

域の特徴を記す展示・説明パネルの設置については来年度早々に行いたいと考えている。

Ｑ、学習する場として機能する施設を検討しているとのことだったが、その後の経過は。
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Ａ、現状は、地元の福富小学校ぐらいしか社会科見学に来られていないので、市内の学校や大

石堰見学で来られている福岡市の学校にＰＲしていきたいと考えている。

Ｑ、維持管理費については、財源計画を明らかにする必要があるのではないか。

Ａ、ガイダンス広場の維持管理やトイレの清掃、草刈り、電気料、水道下水道料で概ね年間五、

六十万円程度かかるのではないかと考えている。

Ｑ、地域資源の強みを生かした「うきはブランド」の構築や、うきは観光みらいづくり公社と

の連携についてどう考えているか。

Ａ、現在、サイクリングをしながら古墳を見て回るウキハコと古墳の連携したイベントを行っ

ている。（発言する者あり）それでいいですかね、皆さん方。

○議長（中野 義信君） なら、そういうことにしてください。

○厚生文教常任委員長（佐藤 湛陽君） はい。これから主な質疑につきましては、あと御覧くだ

さいということでさせていただきたいと思います。

それでは、６番の所見。

うきは市においても財政難であることは理解しているが、今後の整備において活用ビジョン・

計画や施設、導入路などの予算を伴うものも含め、様々な課題が挙げられた。活用については、

保存に問題がないことを前提としており、仮に観光資源として活用ができなくても、未来の子供

たちのためにも保存をしっかりして、この屋形古墳群を守ってほしいと考える。

屋形古墳群の文化財としての保存と活用における数々の課題について、今後の活用ビジョン・

計画をしっかり検討し、それに基づいて整合性をとって施設や導入路などを含めて整備をしてい

ただきたいと考える。また、国県の補助金を十分活用して、地元や関係団体などと協力しながら

解決を図ってほしい。

Ⅱ、子育て支援策に関する調査。

１、調査期日、令和２年１１月１７日火曜日。

２、調査場所、３０２会議室。

出席者、厚生文教常任委員会６名、保健課長、食育・健康対策係長、食育・健康対策係員、福

祉事務所長、子育て支援係長、学校教育課指導主事、議会事務局、計１３名。

４、調査目的。うきは市の子育て支援施策について、下記の２点について調査を行った。

①子育て世代包括支援センター「うきくる」について、母子保健法の改正により、平成２９年

４月から子育て世代包括支援センター（法律名、母子健康包括支援センター）を市町村に設置す

ることが努力義務とされ、うきは市では令和元年１０月に設置、開設した「うきくる」における

現状と課題、今後の取組などについて調査を行った。

②うきは市子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業について、子供の将来がその生ま
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れ育った環境に左右されることなく、また、貧困が世代を超えて連鎖することがなく、全ての子

供たちが夢と希望を持って成長していける地域社会の実現に向け、官民が協働し、一丸となって

子供たちの輝かしい未来に向けて取り組んでいくため、平成２９年３月に実施計画が策定された。

計画期間は平成２９年度から今年度までとなっており、成果と課題及び次期計画などについて調

査を行った。

調査結果。

①子育て世代包括支援センター「うきくる」。

市内に居住する妊産婦並びに１８歳までの子供と、その保護者を対象として、母子保健事業や

子育て支援事業などを通して専門職による情報収集を行い、実情を把握して様々な相談に応じな

がら支援を行っている。

取組としては、１８歳までの相談窓口及び母子保健コーディネーターを設置し、妊婦にポピュ

レーションプラン（妊娠・出産後・子育てそれぞれの時期の目標やセルフケア、家族への助言、

市のサポートを時期別に記載された計画）の作成を行い、母子手帳交付時に配布している。母子

手帳交付後に問診や保健指導の面談から得た情報を整理し、支援が必要な場合には妊娠中、安

全・安心して過ごせることができ、出産を迎えることができるよう支援プランを立てて、関係部

署と連携を取りながら支援を行っている。また、連携強化のため、母子保健担当者で月１回の情

報共有の会議を行い、子育て支援係、保育所係、学校教育課とも月１回、連携会議を行っており、

関係部署とこれまで以上に連携が取りやすくなっている。「うきくる」の開設以後、個別相談を

受けるようになり、支援する問題点を把握して明確な情報提供を行えるようになったことで、

「うきくる」への相談件数が増加している。これまでの延べ件数及びプランの作成件数は下記の

とおりである。表を御覧ください。

今後は、相談後に支援を提供するサービスがないため支援に苦慮しており、子育て支援サービ

スが提供できるボランティアや地域からの支援、障がい関係のサービスとの連携が必要である。

主な質疑については、後で目を通してください。

次、②うきは市子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業。

経済的に困窮している世帯や独り親世帯、生活保護・生活困窮世帯の小学生への学習機会の確

保や生活習慣の定着など、包括的な居場所を提供し、子供たちが生活する家庭や地域へと将来に

向けた自立への支援及び環境づくりを実施してきた。事業のこれまでの成果として、当初は御幸

校区のみで実施していたモデル事業から、市内全域を対象とした複合的な課題を抱えた子供たち

と、その家庭への継続的な支援を行うことができるようになっている。

また、学習と居場所支援では、子供たち同士や支援スタッフとの関わりにより、学習面の向上、

周りとの調和、学校生活上のトラブル減少、親子間のコミュニケーションの場につながるなど、
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自立・自主性の効果が現れており、中学生の学習・生活支援では、参加者全員が希望する高等学

校に入学することができた。そして、フードバンク支援事業所の拡大によって、食品などを一定

数確保することが可能となり、緊急時の対応がスムーズにできるようになっている。

課題は、事業推進に当たり、対応する支援スタッフが不足しており、人材確保が必要であるこ

とや、今後も支援対応の拡充を図るために、うきは市子育て世代包括支援センターや関係機関と

の連携であり、第２期子ども子育て支援計画に施策を盛り込み、総合的・一体的に推進すること

としている。

次に、主な質疑及び意見については、後で読んでいただきたいと思います。

それでは、６番の所見。

「うきくる」について、令和２年３月時点で相談件数が７１件あっている。このことは、保護

者にとって相談が容易になったことが一番の効果であると言える。その反面、これらの相談に対

し、十分な支援サービス提供ができていない。その理由として、支援サービスを行う事業所がな

いことや、支援サービスを提供できるボランティアが不足していることなどが挙げられている。

子育て支援に関して、１つの問題が短期間で解決できるものではなく、長期間にわたって支援が

必要である。ゆえに、しっかりとした組織体制、人員確保が一番必要であると考える。しかしな

がら、これらの支援サービスの事業所がないことも報告されている。そのため、支援サービスを

行うためには、どうしても市の職員体制の強化が必要である。

また、人材確保のためのボランティアの育成についても専門的な知識や経験が必要であり、簡

単に進まないようである。そこで有償化によるボランティア活動を視野に入れて、育成施策を行

っていく必要があると考える。

次に、うきは市子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業について、その基本方針にあ

るのは、子供の貧困対策を総合的に支援するものであり、支援としては、複合的な課題を抱えた

子供たちとその家庭への支援を長期的な視点で継続的に行っていくことが非常に重要である。子

供の貧困については複合的な要素が重なっているので、相談窓口を一本化し、今以上に進んだ職

員の体制強化が必要である。せんだって福祉事務所、学校教育課、保健課などが同じ場所に配置

され、総合的な支援体制が確立されたことは大いに評価されることである。

今後は、さらなる窓口の一本化を目指し、継続的な支援が行える体制づくりが必要と考える。

次期計画について、アンケートなどの現状における意見を反映しながら、貧困問題の解決を図っ

てほしい。

以上、厚生文教常任委員会からの報告とする。

○議長（中野 義信君） 報告が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。



- 21 -

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

委員長、自席へお戻りください。

以上で厚生文教常任委員会の調査報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第７．議案第７８号

○議長（中野 義信君） 日程第７、議案第７８号令和２年度うきは市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第４号）を議題とします。

説明を求めます。市民生活課長。

○市民生活課長（白石 孝博君） おはようございます。市民生活課、白石です。

補正予算書の６７ページをお願いいたします。

議案第７８号令和２年度うきは市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）。

令和２年度うきは市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億９,０７２万７,０００円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和２年１２月４日提出。うきは市長髙木典雄。

続いて、７３ページをお願いします。歳入でございます。

４款１項１目保険給付費等交付金、補正額３００万円の増額補正です。内訳として、２節特別

交付金３００万円ということです。こちら歳出のほうで出てまいりますけれども、新型コロナウ

イルス感染症の影響による保険税の減免により、令和元年度分、令和２年２月から３月分の保険

税の還付に対する交付金でございます。全額補助となるものでございます。

続いて、７５ページをお願いいたします。歳出でございます。

８款１項１目一般被保険者保険税還付金、補正額３００万円の増額補正です。内訳としまして、

２３節償還金、利子及び割引料３００万円。先ほど歳入のほうで触れましたけれども、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で、保険税の減免による還付を行ったことにより、予算不足が見込まれ

るための補正をお願いするものです。先ほど申し上げたとおり、この分については１０分の

１０が特別調整交付金で措置をされるものでございます。

それから、３目国庫支出金等返還金、補正額７７９万２,０００円の増額です。内訳としては

２３節償還金、利子及び割引料７７９万２,０００円。内訳としましては、過年度退職分の国民

健康保険事業納付金の精算金です。令和元年分の精算によるもので２６万７,０００円です。続
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きまして、過年度特定健康診査保健指導負担金返還金５３万８,０００円です。これも令和元年

度の精算による返還金でございます。一番下の過年度普通交付金返還金６９８万７,０００円、

これにつきましても、令和元年度精算による返還金でございます。

続きまして、７６ページです。

９款１項１目予備費、補正額４０４万９,０００円の減額補正です。歳入歳出の財源調整によ

るものです。

以上です。

○議長（中野 義信君） 次に、給与等に関しての説明を求めます。総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 総務課の中野でございます。私のほうから、人件費の補正について

説明をさせていただきます。

補正予算書は７７ページになります。会計年度任用職員以外の職員の給与費明細書でございま

す。

給与費につきましては、給料が１８４万円の減額、職員手当が１１５万７,０００円の減額で、

合計で２９９万７,０００円の減額でございます。退職手当組合負担金４０万５,０００円の減額、

共済費３４万１,０００円の減額と合わせまして、合計は３７４万３,０００円の減額を計上して

おります。このうち人事院勧告に伴います職員の人件費への影響額は５万５,０００円の減額で

ございます。それ以外の人事異動等に伴うものとして３６８万８,０００円の減額を見込んでい

るところでございます。

説明は以上になります。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） 最後に説明されました７７ページの会計年度任用職員の件で、職

員数が４名とありますが、これ、男女比と年代を教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 男性１名、女性３名、４０代１名、３０代１名、２０代２名でござ

います。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。５番、岩淵議員。

○議員（５番 岩淵 和明君） ７３ページの件、歳入のところでお尋ねをしたいと思います。

先ほど説明の中で、保険税の減免分が１０分の１０補助されるというお話、説明がありました。

そこでちょっとお尋ねしたいんですけれども、この間、企業なりが負担する分もあるし、それか

ら個人分もあるんですけれども、これは個人分の負担についての減免対象ということなのかどう

か、確認ということと、それと、人数的にはどのくらいあったのかというのを確認したいと思い
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ます。何月までの分かが。これからまた出てくるのかどうかというところもあるかと思いますの

で、その辺の見通しについてお話しいただけたらありがたいと思います。

以上です。

○議長（中野 義信君） 市民生活課長。

○市民生活課長（白石 孝博君） まず、この保険税の分については国民健康保険税でございます

ので、個人の分になります。

それから、人数ですけれども、１１月２６日現在で申請が１０４件出ております。認定が

９８件、却下が２件、審査中４件ということになっております。却下については、前年所得がゼ

ロであったりとか、１,０００万円を超えてあったりとかいうことでの却下になっております。

それから、今後出てくるのかということですけど、一応３月まで受け付けるようにしておりま

すので出てくる可能性はございますが、対象となりそうな方には、あらかじめ個人通知を出させ

ていただいておりますので、大部分が終わっているものとは考えておりますが、３月までは来る

かと思われます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第７８号については委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７８号は可決することに決し

ました。

────────────・────・────────────

日程第８．議案第７９号

○議長（中野 義信君） 日程第８、議案第７９号令和２年度うきは市後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。
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説明を求めます。市民生活課長。

○市民生活課長（白石 孝博君） 補正予算書、７９ページをお願いいたします。

令和２年度うきは市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）。

令和２年度うきは市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６万７,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億９,１３３万７,０００円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和２年１２月４日提出。うきは市長髙木典雄。

続いて、８５ページをお願いいたします。歳入でございます。

６款１項１目円滑運営事業費補助金、補正額１６万７,０００円の増額でございます。内訳と

しましては、１節高齢者医療制度円滑運営事業費補助金１６万７,０００円です。歳出のほうで

出てまいりますけれども、高齢者医療制度見直しによるシステム改修分の国の補助になります。

続いて、８７ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款２項１目徴収費、補正額８３万６,０００円の増額補正です。内訳としましては、１３節

委託料８３万６,０００円、平成３０年度の税制改正に伴うシステム改修でございます。

次のページをお願いいたします。

４款１項１目予備費、補正額２４万２,０００円の減額補正です。歳入歳出の財源調整でござ

います。

以上です。

○議長（中野 義信君） 次に、給与等に関して説明を求めます。総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） ８９ページをお願いいたします。会計年度任用職員以外の職員の給

与費明細書でございます。

給与費につきましては、給料が１３万９,０００円の減額、職員手当が２７万５,０００円の減

額で、計の４１万４,０００円の減額でございます。退職手当組合負担金３万円の減額、共済費

１万７,０００円の増額と合わせまして、合計は４２万７,０００円の減額を計上しております。

このうち人事院勧告に伴います職員の人件費への影響額は１万３,０００円の減額、それ以外の

人事異動等に伴うものとして４１万４,０００円の減額を見込んでいるところでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） 先ほどと同じですが、８９ページ、会計年度任用職員の方の性別



- 25 -

と年代を教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 男性３０代１名でございます。

○議長（中野 義信君） 総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 今申し上げておりますのは、先ほどの国保も含めまして、正規の職

員の人数のことでございます。会計年度職員以外の職員でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。５番、岩淵議員。

○議員（５番 岩淵 和明君） ８５ページのところで記載されている、システム改修というわけ

ですけれども、そのシステム改修の中身として、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金というこ

となんで、この高齢者医療制度円滑運営事業というのはどういったものなのか、少し御説明いた

だきたいというふうに思います。どういった改修だったのかということを併せてお願いしたいと

思います。

以上です。

○議長（中野 義信君） 白石課長。

○市民生活課長（白石 孝博君） 先ほど申し上げましたように、改修については平成３０年度の

税制改正に伴うものでございます。給与所得控除と、あと公的年金控除が１０万円引き下げられ

る。このことによって、後期高齢者医療の保険料を計算する際の所得割の計算であるとか、軽減

の判定所得であるとか、その辺りに影響が出るということでのシステム改修となります。

それに対する国の補助ということで上げておりますが、本来基準額の１０分の１０の補助であ

ったんですけれども、１１月に内示額が来て１６万７,０００円ということで、歳出としては

８３万６,０００円になっておりますけども、歳入としては１６万７,０００円という形になって

おります。

以上です。

○議長（中野 義信君） ５番、岩淵議員。

○議員（５番 岩淵 和明君） ということは、税制改正でシステム改修したということですね。

ということと、歳入のところとは直接関係ないということですか。そういう意味ですか。という

のは、円滑運営事業費というのは、たしか何か国が高齢者医療費の削減、削減って、多分その関

係だと思うんですけど、仕組みをつくっている。それぞれの後期高齢者、県単位でやるのか、単

位、幾つかあると思いますけど、そういったところで地方自治体が、地方公共団体がそういった

努力をすれば事業費として補助しますよというような中身じゃなかったのかなと思ったので質問

させてもらった。そういうのとは違うのか、改めて確認をします。

○議長（中野 義信君） 市民生活課長。
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○市民生活課長（白石 孝博君） この歳出の８３万６,０００円の分について、国から入る分と

いうことになっております。ですから、本来もう、歳入のほうも８３万６,０００円、同額が上

がるのが本来ですけれども、国としては予算等の関係で２０％しか予算がついてないんですけれ

ども、システム改修に対する補助金ということで捉えていただければいいかと思います。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第７９号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７９号は可決することに決し

ました。

────────────・────・────────────

日程第９．議案第８０号

○議長（中野 義信君） 日程第９、議案第８０号令和２年度うきは市立自動車学校特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。

説明を求めます。自動車学校長。

○自動車学校長（髙木 慎君） 自動車学校の髙木でございます。よろしくお願いします。

それでは、補正予算書の９１ページをお願いいたします。

議案第８０号令和２年度うきは市立自動車学校特別会計補正予算（第２号）。

令和２年度うきは市立自動車学校特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和２年１２月４日

提出。うきは市長髙木典雄。

それでは、御説明させていただきます。補正予算書の９７ページをお願いいたします。



- 27 -

１款２項１目１２節役務費、自動車損害保険料１万８,０００円。同じく１８節、教習車等購

入費９７万２,０００円の増額補正を計上させていただいております。今回、普通二輪小型限定

教習車２台の購入に関する補正のお願いでございます。本年度、小型限定二輪教習車の購入は当

初予定しておりませんでしたが、教習車の１台が急遽エンジンの故障により使用できなくなって

しまったため、修理を依頼しましたが、年式が古く、替えの部品が生産されていないため修理が

難しいということでしたので、早急に二輪教習を円滑に行えるようにするため、急遽本年度の購

入をお願いするものでございます。２台同時の購入につきましては、現在使用している車両がも

う、生産されていないため、２台同時の購入とし、同一車種にすることにより受講生の負担を軽

減するということと、現在使用している残りのもう一台も購入から３１年が経過していること。

また、１２５ｃｃの教習車が完全注文生産制であるため、今後同一車種の購入が難しくなるおそ

れがあるとの３点の理由から、２台同時の購入をお願いするものでございます。

続きまして、９８ページをお願いします。

２款１項１目予備費８５万４,０００円を計上いたしております。これは補正の財源として予

備費を使用させていただくための減額補正でございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○議長（中野 義信君） 次に、給与等に関しての説明を求めます。総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） ９９ページをお開きください。会計年度任用職員以外の職員の給与

費明細書でございます。

給与費のうち、職員手当１３万６,０００円を減額しております。このうち人事院勧告に伴い

ます職員の人件費への影響額は１８万２,０００円の減額となっております。期末勤勉手当の補

正前の額のほうに算出誤りがあったことから、期末勤勉手当が１０万９,０００円の増額になり

まして、全体では１３万６,０００円の減額になっておるところでございます。

説明は以上になります。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。５番、岩淵議員。

○議員（５番 岩淵 和明君） ちょっと今、説明を聞いてて不安になったので、突然質問させて。

今、２台の分が改めて修理もなかなか難しいという話でして、ほかも三十何年とか言いました

ね。そもそも保有している台数との関係も含めてですけど、今後のまた起きてしまえば、また追

加予算ということになると思うんですけども、そもそもの持っている、そこの自動車関係の更新

計画というのはどういうふうに考えておられるのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。

○議長（中野 義信君） 自動車学校長。

○自動車学校長（髙木 慎君） まず、保有の台数の御質問がありましたのでお答えさせていた
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だきます。

今、二輪車は４００ｃｃが６台と、４００ｃｃのオートマチック車、ビッグスクーターと普通

言われてますが、それが２台と、１２５ｃｃが２台となっております。

購入の予定ですけども、先ほど議員が言われたとおり、定期的に購入していく必要があるとい

うふうに考えておりますが、１２５ｃｃの場合、使用頻度が少ないもので、なるべく長くもたせ

ようという形でやっておりましたが、今回、急遽故障ということで買換えになりました。

４００ｃｃのほうは６台保有しておりますので、２台ずつ定期的に購入するということになって

おりますので、また予定としては再来年度辺りに２台の購入をお願いしようかなというふうには

考えております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 副市長。

○副市長（今村 一朗君） 今、二輪車についての御説明をいたしましたけれども、普通車につい

てもオートマチック車とマニュアル車とございます。現在、オートマチックについてはプリウス、

それからマニュアルについてはホンダの車を使っておりますけれども、こちらのほうも計画的に

状況を見ながら更新の計画を立てております。

また、うきは市立自動車学校におきましては、高齢者講習については県内で唯一軽自動車を使

って講習をやっております。ほかの学校については普通に使う教習車、普通車を使って高齢者の

講習をやっているんですけれども、うきはだけは軽自動車を使ってやっているので、非常に皆さ

んからの評価が高くて、乗りやすいので、ぜひ、うきはでという方も多いという状況でございま

す。そういう中で、来年度、計画しておりますけれども、オートマチックの軽自動車を１台購入

して、高齢者講習をより円滑に早く済ませるような取組も計画をしております。

よって、車両等については、償却状況を見ながら計画的に更新するとともに、そういった情勢

に合わせて事業を円滑に進めるための車の購入等も計画的にやっていきたいと考えております。

以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） ちなみにということで、２点ほどお伺いをいたします、髙木校

長に。

１つはコロナ禍にあります。この間の教習生の動向が、かなり規模が減っているのかどうか。

高齢者講習もしかりでございますが、その辺の現状とコロナ対策をどのように取られておるのか。

感染対策ですね。

もう一点は、この間ニュースだったと思うんですけど、ＮＨＫだったと思います。長崎の自動

車学校が、いわゆる技能実習生の免許取得が非常に報道に出てましたので、近隣を見ますと、技
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能実習生が今、コロナの関係でちょっと少なくなっているような話ですけれども、その辺は制度

的に特別なことをやっているのかどうか。うきは自動車学校でも今から実習生の受入れというの

は、これは国策としてもう、現実的にどの業種でも多く入ってくる見込みがコロナ禍後に出てく

ると思うんですよ。その辺を１つ、検討に値するんじゃないかなと思っての、今、分かるだけの

見解で結構ですから、よろしくお願いをいたします。

○議長（中野 義信君） 自動車学校長。

○自動車学校長（髙木 慎君） ただいま２点の御質問をいただきましたので、御回答させてい

ただきます。

まず、コロナの影響での教習生の増減という形ですけども、今年はうきは、我々の自動車学校

もそうですけども、筑後地区含め、県内全体的に入校数が増えているという形になっております。

原因としては、昨日も会議のほうでいろいろ話は出たんですけども、まずは大学生のリモート化

と、あとは合宿免許のほうがコロナの影響で実施できないというので、そちらのほうに流れてい

た教習生が地元で取っているんじゃないかという話が出ておりました。

もう一点、高齢者講習も実施人数、コロナですけども増えております。これは甘木自動車学校

が移転したことによる朝倉市からの高齢者講習の受講分が増えているという形になります。

コロナ対策でございますけども、今、うきはの自動車学校でも自動車学校専用のガイドライン

に沿って教習をさせていただいております。内容的にはもう、国が発表しているのとほぼ変わら

ず、換気と密を避けるという形と、教室が６４席収容の教室で学科教習をやっておりますが、席

を指定して、今、半分の３２名の収容で行っております。今後、繁忙期に入りますので、去年の

実績を調べたところ、最高で３７名受講した日があったということで、今、６４席を８０席まで

増やして、その半分、４０席ぐらいでやっていけば入校制限もかけずに済むかなというので、前

年度の実績で改善しているところでございます。

あと２点目、実習生の受入れという形で、実習生の方でのうきは市で働く外国人国籍の方の入

校はあります。今も問合せがあって、この問題が全国の自動車学校の中でも話合いが行われてお

ります。今回、今、３名の入校の希望をお受けしておりますが、通訳をつけたいという形で、御

本人のほうが英語を話せる日本の方と一緒に学科教習を受けられないかという形で相談を受けて

ますので、そちらのほうも可能というふうには考えておりますので、まず、公安委員会のほうに

問い合わせて受け入れようかなという形で考えております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
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お諮りします。議案第８０号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８０号は可決することに決し

ました。

ここで１５分間、５５分まで休憩といたします。

午前10時41分休憩

午前10時55分再開

○議長（中野 義信君） それでは、ただいまから再開させていただきます。

────────────・────・────────────

日程第１０．議案第８１号

○議長（中野 義信君） 日程第１０、議案第８１号令和２年度うきは市簡易水道事業会計補正予

算（第２号）を議題とします。

説明を求めます。住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） 住環境建設課、村岡です。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、補正予算書の１０１ページ目をお開きください。

議案第８１号令和２年度うきは市簡易水道事業会計補正予算（第２号）。

第１条、令和２年度うきは市簡易水道事業会計の補正予算（第２号）は、次の定めるところに

よる。

第２条、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入の部、第１款水道事業収益、補正予定額１億２,８２０万５,０００円、計１億

５,５６５万１,０００円。第２項営業外収益、補正予定額１億２,８２０万５,０００円、計１億

４,６０６万４,０００円。

第３条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
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事項、水質検査手数料。期間、令和２年度から令和３年度まで。限度額１６９万４,０００円。

令和２年１２月４日提出。うきは市長髙木典雄。

第３条に記載しています水質検査手数料の債務負担行為につきましては、例年、水質検査を毎

月１回の頻度で実施しているところですが、４月に入ってから発注手続を行っていたことから契

約が遅れ、４月の水質検査が４月中に実施できない場合がありました。よって、確実に４月に水

質検査を行うことができるようにするためには、前年度の３月末に契約手続に入る必要があるた

め、今回、債務負担行為をするものでございます。

次の１０２ページ目をお開きください。

補正予算実施計画、収入の部。

１款２項６目消費税及び地方消費税還付金１億２,８２０万５,０００円の増額になります。

１１月２６日の全員協議会のほうで説明しました消費税に関係するものでございまして、令和

３年度６月申告の消費税分を令和２年度の予算に計上しておく必要があることから、今回、補正

を行うものです。なお、この簡易水道事業会計につきましては、今年度、小石原川ダム関連の負

担金をまとめて納入した関係から、６月申告において還付金として収入になるものでございまし

て、収入の部に増額補正となるものです。

１０３ページ目をお開きください。

１年間の現金の流れを示したキャッシュ・フロー計算書になりますが、現状の執行状況を踏ま

えた予算額にて再計算しております。

１０４ページ目をお開きください。

年度末の事業全体の財務状況を示した貸借対照表になります。こちらも現状の執行状況を踏ま

えた予算額にて再計算しております。

以上で説明を終わります。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） お尋ねいたします。

９月議会で小石原川ダムに関わる支出の件をお尋ねいたしましたが、それ以降、今回、補正と

いうことですが、９月の議会以降の小石原川ダムに関わる支出というのは、あれば教えていただ

きたいと思います。

○議長（中野 義信君） 水資源対策室長。

○水資源対策室長（吉松 浩君） 水資源対策室、吉松でございます。

上水道事業本体につきましては、私どものほうが管轄しておりますので、私のほうから御返答

したいと思います。
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今現在、お支払いをしておりますのは、前回のお話を差し上げた、回答した以外は特に支払い

はございません。

以上でございます。

○議長（中野 義信君）

今、来年度の予算を一部前倒しの債務負担行為の金額が出ており

ます。それで、８ページの同じく債務負担行為という、この５８３万８,０００円という金額が

出ております。これも工期が一緒で事項が一緒、限度額が違うだけでありますが、例えば、この

百何ぼかな、１６９万４,０００円、これが４月分だけの金額ですかね、前倒しということは。

それと、この水質検査の手数料関係は、今、水資源対策室長が言われた水資源対策室はもう、

担当は向こうの住環境建設課のほうに変わっておるんですかね。その点を２点ほどお聞きいたし

ます。

○議長（中野 義信君） 住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） ２点、御質問を頂きました。

１点目の今回の債務負担行為につきましては、４月分のみではなく年間の分で計上しておりま

す。

２点目の水資源対策室と住環境建設課のほうの役割分担というか、そういったところにつきま

しては、事業自体、水資源対策室のほうで小石原川ダム関連とか、その辺りしていただいており

ますが、消費税のお支払い関係につきましては、この簡易水道事業会計を持っている住環境建設

課のほうでしておるところでございます。

○議長（中野 義信君） 水資源対策室長。

○水資源対策室長（吉松 浩君） 若干ちょっと追加で御説明させていただきますと、ここに上

がっております水質検査手数料と申しますのが、いわゆる簡易水道事業ですね。簡易水道をやっ

ております事業のほうの水源の水質検査を定期的にやっていると、その分でございます。私ども

が行っておりますのは、個人の一般住宅の方の分ということでございますので、御理解いただけ

ればと思います。

○議長（中野 義信君）

課長、そしたら８ページの５８３万８,０００円。これの、こっ

ちになるのかな。債務負担行為の補正、水資源対策室長のほうかな。これと今、百四十幾らかな、

１６９万４,０００円は１年分と言ったけど、その辺の違い、ちょっと分かりませんので詳しく

お願いします。

○議長（中野 義信君） 住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） まず、御質問の一般会計の分の債務負担行為５８３万
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８,０００円につきましては、市営住宅関係ですね、そちらのほうの水質検査手数料を計上して

おります。今回の簡易水道事業の分につきましては、鷹取と富永の水道施設ですね。そちらのほ

うの債務負担行為ということで設定しております。

こちらの債務負担行為につきましては、例年ですと、４月に入ってから契約手続を開始して、

４月末頃の契約で、それから執行するという形になっておりますが、本来、毎月ごとに水質検査

を実施する必要がございまして、４月の検査というのがちょっと遅れ気味になっているところが

ございました。そこで３月の時点で、もう契約手続に入って４月早々に契約して、きちんと４月

に検査を行うというところで、そこら辺の検査の体制を是正したいというところで、今回、債務

負担行為を組むものでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君）

分かりました。５８３万８,０００円に対しては、これは一般会

計ということで、例えば公営住宅とかの分と、この簡易水道事業に対してのお金がこの債務負担

で出しているという考えでよろしいですかね。はい、了解しました。

○議長（中野 義信君）

１０４ページですね。

貸借対照表、この資産の合計と負債の合計が違うんですよね。貸借対照表だから同じにならな

いかんというのが、そう勉強してきたんですけれども、この予定だから違うのか。なぜ、これが

違うのかを教えていただきたい。

○議長（中野 義信君） 住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） 御質問の件ですが、まず１０４ページ目、資産の合計が

１２億９,８０１万４,０００円という形と、１０６ページ目をお開きいただきまして、こちらが

下の負債の部と資本の部のほうを合計した形で１２億９,８０１万４,０００円という形になって

おりますので、そういったところで数字のほうは合っているかと思います。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 村岡課長に確認をさせてください。補正予算の在り方。

前回もこの公会計になりまして、一般論的にしか私もよく詳しいわけじゃありませんが、とに

かく損益計算に係る第２条の収益的収入及び支出の補正については理解するんですが、キャッシ

ュ・フローなり貸借対照表、バランスシート、これまで年度途中に、いわゆるバランスシートそ

のものが現時点での総合的な経営の実態を表すんであって、そこの前回の補正のときには、年度

途中に大きな事業が入ったとか大きな変動がない限りは、必要ないんじゃないかということを質

問しましたですよね。それでほかのほう、まだ公会計始めたばかりですから、その辺は確認して
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おきますということでございました。必ずしもキャッシュ・フローとそれから貸借対照表、バラ

ンスシートが補正予算のたびに必要なのかなという率直な疑問がありますもんですから、その辺

をお答えいただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） 御存じのとおり公営企業会計、今年度からスタートしまして、

現在でも上下水道の職員、各種研修なり、ほかの市町村にいろいろ勉強しながら進めているとこ

ろです。御指摘のとおり、毎回毎回提示するのはどうかというところもございますし、今年度に

限っては、できるだけ丁寧にやっていきたいというところもありまして、こういう形で毎回補正

のたびにつけさせていただいておりますが、そういったほかの市町村の事例も勉強しながら、今

後、進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第８１号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８１号は可決することに決し

ました。

────────────・────・────────────

日程第１１．議案第８２号

○議長（中野 義信君） 日程第１１、議案第８２号令和２年度うきは市下水道事業会計補正予算

（第２号）を議題とします。

説明を求めます。住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） 予算書の１０７ページ目をお開きください。

議案第８２号令和２年度うきは市下水道事業会計補正予算（第２号）。
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第１条、令和２年度うきは市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次の定めるところによ

る。

第２条、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入の部、第１款下水道事業収益、補正予定額２９９万円、計１６億２２３万３,０００円。

第２項営業外収益、補正予定額２９９万円、計１１億４,２６６万７,０００円。

支出の部、第２款下水道事業費用、補正予定額２,８５２万８,０００円、計１４億

１,９９６万３,０００円。第１項営業費用、補正予定額マイナス１４５万８,０００円、計

１１億４,０３５万２,０００円。第２項営業外費用、補正予定額２,８６３万９,０００円、計

２億３,２０８万円。第３項特別損失、補正予定額１３４万７,０００円、計２,８５５万

４,０００円。

１０８ページをお開きください。

第３条、補正予算（第１号）第３条本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対する不

足額５億８,５３０万８,０００円は、引継金１億６,６１２万円、当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額２,８６３万９,０００円、当該年度分損益勘定留保資金２億２,３７３万

４,０００円、過年度分損益勘定留保資金１億６,６８１万５,０００円で補てんするものとす

る」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入の部、第３款下水道事業資本的収入、補正予定額マイナス１,２２３万円、計６,９７４万

８,０００円。第３項補助金等、補正予定額マイナス１,２２３万円、計２,０６７万６,０００円。

第４款下水道事業資本的支出、補正予定額マイナス２,４４６万円、計６億５,５０５万

６,０００円。第１項建設改良費、補正予定額マイナス２,４４６万円、計８,１０９万

１,０００円。

第４条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項、水質検査手数料。期間、令和２年度から令和３年度まで。限度額４６５万３,０００円。

令和２年１２月４日提出。うきは市長髙木典雄。

第４条に記載しております水質検査手数料の債務負担行為につきましては、簡易水道事業と同

様の趣旨で、確実に４月に水質検査を行うことができるよう、債務負担行為を行うものでござい

ます。

１０９ページ目をお開きください。補正予算実施計画。

収入の部、１款２項７目雑収益２９９万円です。これは７月豪雨の際にマンホールポンプ２か

所のほうが被災いたしまして修繕したところですが、こちら保険のほうに加入しておりましたた

め、保険金が収入として入るものでございます。

次に支出の部、２款１項５目総係費１４５万８,０００円の減額ですが、人事院勧告による職
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員給与等の改定及び人事異動等によるものでございます。

２項２目消費税２,８６３万９,０００円の増額です。こちら１１月２６日の全員協議会のほう

で説明しました消費税に関係するものでございまして、令和３年度６月申告分の消費税分を令和

２年の予算に計上しておく必要があることから、今回、補正を行うものです。

３項５目その他特別損失１３４万７,０００円の増額です。９月議会におきまして補正を行っ

たところですが、消費税額を再度算出したところ、不足が生じるということが分かりまして、今

回、補正で増額するものです。

１１０ページ目をお開きください。資本的収入及び支出の収入の部。

３款３項１目国庫補助金１,２２３万円の減額です。

支出の部、４款１項２目処理場建設改良費２,４４６万円の減額です。こちらは吉井と浮羽両

方の浄化センターの長寿命化計画に基づきまして、当面５か年で修繕が必要な施設の設計を現在

委託により実施中でございますが、修繕の対象施設が当初想定より少なくなったため減額するも

ので、併せて収入の部の国庫補助金についても減額となるものです。

１１１ページ目をお開きください。

こちら１年間の現金の流れを示したキャッシュ・フロー計算になりますが、現状の執行状況を

踏まえた予算額にて再計算しております。

１１４ページ目をお開きください。

こちら年度末の事業全体の財務状況を表した貸借対照表になります。こちらも現状の執行状況

を踏まえ、予算額にて再計算しております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 次に、給与等に関しての説明を求めます。総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） では、１１３ページをお開き願います。会計年度任用職員以外の職

員の給与費明細書でございます。

給与費につきましては、給料が７３万円の減額、手当が１１１万１,０００円の減額で、計の

１８４万１,０００円の減額でございます。法定福利費５４万４,０００円の増額と合わせまして、

合計は１２９万７,０００円の減額を計上しております。このうち人事院勧告に伴います職員の

人件費への影響額は１０万８,０００円の減額でございます。それ以外は人事異動等に伴うもの

として１１８万９,０００円の減額を見込んでいるところでございます。

説明は以上になります。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） ちょっと説明が十分頭に入っているわけじゃありませんが、ま
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ず、１０９ページのほうがいいですかね。村岡課長の説明で、営業外の収益で２９９万円ですね。

これは水害のマンホールの破損等々による保険金の収入でしょう、これ。

それで、この修繕等に係る支出は、この下の支出のその他の特別損失ということになるんです

かね。いや、申し上げたいのは、一般会計と公会計の関係で、この間、総務課長のほうからちょ

っとお話いただいたんですが、いわゆる総計予算主義の下で交通事故の議案がありました、臨時

議会で。保険金を―保険で支払われて保険で相殺してしまう。このやり方と公会計では別な

のかどうかですよね。ほかの自治体のほうも、運用上そうやっているという話も聞いております

が、それはそれでいいと思うんですけど、結局その辺りの一般会計と単式と複式の関係で、その

辺を御検討いただきたいと思ってですね。保険に加入している、損害補償が入ってくる、そして、

それでその辺を相殺してからもう、予算に上がってこないで保険で処理してしまうという方法。

この場合は、この保険の受入れということだろうと思うんですけど、その辺がちょっと分かりま

すかね、私の質問のほうが不十分とは思うんですけどね。回答は今じゃなくても構いません。そ

の辺はまたちょっと財政のほうとも確認いただいてで結構なんですけど、そんなふうに聞こえま

したから。

○議長（中野 義信君） 住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） マンホールポンプの修繕のほうの支出の分につきましては、

もともと当初予算で修繕料というのは計上しておりまして、その中で支出しているというところ

で、今回、保険のほうが下りて収入として上がってきたため、今回、収入のみを計上しているよ

うな形になっております。

２点目に御質問ありました、保険の一般会計なりと公営企業会計なりでの、その適用の仕方と

申しますか、そういったところにつきましては、すみません、ちょっと勉強不足のところもあり

ますので、また引き続き勉強してまいります。

○議長（中野 義信君） 総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 一般会計におきましても、建物の損害保険等に関しましては、修繕

料は修繕料で建物の損害は支払いをして、保険金のほうは予算のほうで受け入れるという形を取

っております。この場合は、自動車保険と違って損害額と保険金で入ってくる額というのが必ず

しも一致するわけではございませんし、保険金が相当遅れて入金になる可能性があります。年度

を超える場合もありますので、そういった取扱いを一般会計も含めてやっておるということで御

理解いただければと思います。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
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お諮りします。議案第８２号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８２号は可決することに決し

ました。

────────────・────・────────────

日程第１２．議案第８３号

○議長（中野 義信君） 日程第１２、議案第８３号農業委員会委員の任命についてを議題としま

す。

説明を求めます。農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（石井 太君） 農業委員会事務局、石井でございます。よろしくお願い

いたします。

議案書１ページをお願いいたします。

議案第８３号農業委員会委員の任命について。

うきは市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第

１項の規定により、議会の同意を求める。令和２年１２月４日提出。うきは市長髙木典雄。

本日お配りの１枚の農業委員会委員の任命についての議案書を御覧いただきたいと思います。

候補者の住所、氏名、生年月日、職業につきましては、別紙にお配りの議案書２ページを御参照

いただきたいと思います。この案件につきましては、さきの全員協議会の中でも御報告させてい

ただいたものでございます。

任命に係る農業委員の候補者につきましては、１６名でございます。委員の構成につきまして

は、認定農業者が１６名中１１名で、認定農業者が過半数を超えるという要件を満たしておりま

す。また、利害関係を有しない者として、市職員ＯＢを１名候補者として出しているところでご

ざいます。また年齢、性別等に著しい偏りが生じないようにという法の努力目標につきましては、

５０歳未満の青年委員を１名、女性委員を現在の２名から１名増の３名とした構成といたしてお
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ります。

説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） お尋ねいたします。

うきは市の男女共同参画計画に基づく市のいろいろな審議会等への女性の割合の、本年度とい

うか、末の目標は何パーセントですか。教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 石井男女共同参画推進室長。

○男女共同参画推進室長（石井 孝幸君） すみません、男女共同参画推進室も持っておりますの

で、私のほうからお答えしたいと思います。

今年度末の目標としては、女性の割合３３％で設定をしております。これは３年前に設定した

数字になりますので、実際３３％は超えておる状況にはなりますけれども、農業委員会に限って

は、ちょっと女性の数が少ないかなとは思っております。

以上です。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） 農業委員会が１６名ということですので、３３％にした場合の人

数は何人になるか教えてください。

○議長（中野 義信君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（石井 太君） １６名分の３０％は、５名以上になります。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。２番、組坂議員。

○議員（２番 組坂 公明君） 課長のほうより構成要件については説明がありましたので、農業

委員と農業推進委員の業務はどういったものをされているのかを伺いたいと思います。

○議長（中野 義信君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（石井 太君） お尋ねの、まず任務、役割でございますけれども、農業

委員会等に関する法律の中で、それぞれうたわれた内容がございます。第６条に、農業委員会の

委員につきましては、農地等の利用の適正化の推進。中身につきましては、規模の拡大あるいは

農地の集団化、農地を有効的に使うというふうなものに取り組んでいただくことでございます。

また、農業最適化推進委員につきましては、農業委員会のほうが委嘱をするものでございます

けれども、あらかじめ農業委員会のほうで定められた区域の中で、こちらにつきましても農地等

の利用、最適化の推進のための活動を行うものでございます。

なお、活動のそれぞれの詳細につきましては、市のほうで毎年度、うきは市農業委員会重点活

動計画を立てておりますので、この計画に基づいて活動をしていただいているような状況でござ
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います。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ２番、組坂議員。

○議員（２番 組坂 公明君） 今回１６名の方がなられたということで、私もその、何ですかね、

その法律を見ました。条例関係は任命しかありませんから、どういった仕事をしているのか。そ

うすると、今回新たに再任の方もおらっしゃると思うんですけど、あの法律はどういったふうに

研修されるのか。業務がどういったのかというのは、どういったふうに研修されて、その業務を

やっていくのかを教えていただきたいと。

２点目が、今日、総務産業委員長のほうの報告で、何ですかね、アグリコネクト。こういった

ところにもそういった業務をやってるんですよね。これは法的な基準に基づいてやっているのか。

じゃなくて、具体的に言うと農地の流動化やら担い手の支援やら新たな担い手、労働力の確保や

ら、そういったのもアグリコネクトも上げてるんです。そういったのというのは、この農業委員

に関する法律ですかね。この業務の中に入っているんですけど、そこはきちっと機能しているの

か伺いたいと思います。

○議長（中野 義信君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（石井 太君） まず、１点目の新しくなられる委員への法律を含めた活

動の周知でございますけれども、まず全体の研修会等、農業委員、農業推進委員併せて毎年度、

年度当初に実施をいたしております。また、年度途中に県のほうの研修会等にも全員に参加をし

ていただいているような状況でございます。

この新しい組織になったのが、やっと３年間１つの区切りが来ますけれども、一昨年からこの

活動、重点活動計画をつくりまして、法律に基づいた中での活動ではありますけれども、具体的

なこういった活動をやってくださいということで、個別に今、お願いをして活動、実施をしてい

ただいております。３年間１期が終わりますので、またそういった総括も含めて、新しい体制の

中では、また新しい重点目標を定めて取り組んでまいりたいというふうに思っております。

それから２点目が、私がよく理解してないかもしれないですけども、農地の流動化であったり

集約化というのは、これは農業委員会の大きな重点目標でもあると同時に、市部局のほうでも非

常に重要な問題でありますので、幾つかの方面で取り組んでいるというふうなことでございます。

直接的にアグリコネクトと農業委員会が結びついているということではございませんけれども、

それぞれの立場の中で活動しているというふうな状況でございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ２番、組坂議員。

○議員（２番 組坂 公明君） ちょっと質問のあれが、私のほうが質問の仕方が悪かったと思う
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んですけど、農業委員会のほうは法律に基づいて業務が、私が勉強した限りでは、せにゃいかん

業務と任意業務、必須の業務と任意の業務があるような感じに法律を読んだら捉えると。その必

須の業務が法律で定められているということは、それをせにゃいかんとやろうと私は思う。農業

委員会というのは。そして、だから、その３年間である程度変わるようなら、これだけの業務で

すよね。今、一番うきはで課題となっている業務をですよ、せにゃいかんと法律で書いちょると

です。そこが果たせるように、そこが僕は中心になるのかなと。そして、何ですかね。そのアグ

リコネクトとかレインボーファームというのは、補完的に農業を強くするためにある組織だと思

うんですけど、そこの解釈は私は違っているのか。ちょっとそこのとこだけ、私としては法律に

基づいての業務はやっぱりせにゃいかんとかなという思いで確認をしているところでございます。

○議長（中野 義信君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（石井 太君） まず、議員のおっしゃる考え方もござろうかと思います。

農業委員会は、あくまでもこの法律に基づいて活動していただいているものでございまして、そ

の活動の中身につきましても、毎月、活動日誌を提出していただいて、事務局のほうでもその活

動の内容については精査をしているところでございます。

この法律、要は農地の最適化の推進、これは最大の任務でありますので、これに向けて今後に

ついても研修等を通じて、さらに意識を高めていきたいと思います。また、目標であるとかその

推進の方法という、目標的なものがございますので、こちらにつきましても、先ほど申し上げま

した重点活動の中でうたってまいりたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） 私の住んでる２０区の件なんですが、どうも農地を宅地化に業者

のほうがするということで話があったときに、今の農地の最適化ということからすると、もう、

それは仕方ない。地権者が売却あるいは賃貸すれば仕方ないというふうな形の農地の最適化とい

うふうに捉えていいのでしょうか、お尋ねいたします。

○議長（中野 義信君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（石井 太君） 農地の転用等につきましては、個別に農地法あるいは農

振法がございますので、そういった手続の中で、それが適正と認められれば農業委員会の中で審

議をして、県のほうに進達をするということになりますので、その案件がどうかというとこは、

また個別にお尋ねをしていただければというふうに思います。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 組坂議員の内容と若干関連をしますけれども、農業委員会、今、
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この農業の情勢がこれだけ衰退する大きな課題を抱えております。そこで３年前に、平成２８年

に農業委員会法が大幅改正になりまして、新たな農業委員会体制になりました。

申し上げたい結論は、今度１６人中、大半の１０人が替わると。前に石井課長が農林課長に就

任する前に、前の課長のほうにしっかり今、研修をさせておりますというのが一、二年、答弁で

やっておりました、決算の中でですね。それでまたこの３年で、新しい制度の中で今、この農地

の非常に重要な任務を請け負いながら、それから推進委員のほうもそうなんですけど、この大半

が３年で替わっていくということ。これは体制が十分できたから、それでいいという話なら分か

るんですが、なかなかこの農業の現状の農地の関係等々考えると、相当やっぱり皆さんが真剣に

ならないと、やはり放棄地対策、そういうものを考えるときには、よほどやっぱり農地所有者と

の間に入って、推進委員はそういうのが任務ですからですね。特に推進委員の動きはほとんど見

えません。集落で会合を開いて、いろんなことをというふうにこの法律の説明には書いてますけ

ど、この３年間、ほとんどその動きは見ておりません。

だから、要するに制度は変わったけども、人数もこれだけに減りましたけど、２５から１６に

減りましたけど、今までの人選ですね。という慣例がまだ生き残っとって、だから次、私ばい、

私ばい、あんたばいというような話で替わっていきよるのかどうか。やはりここは非常に重要な

任務をお持ちですから、その辺思うんですが、こんなに極端に３年、３年で変わっていくような

事業体なのかという思いがしますが、課長、その辺はどう認識なさいますか。

○議長（中野 義信君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（石井 太君） 議員御指摘のように、今回の１６名につきましては、

６名が再任で１０名が新任でございます。望ましいことで言えば、できれば継続して半数程度の

方には残っていただきたいという思いで、それぞれの委員にはお願いをいたしましたけれども、

個人の事情あるいは地域の事情によりまして、公募、代替推薦をいただいた中での結果でござい

ます。ただし、先ほど言いましたように認定農業者がこのうち１１名含まれて、農業に精通する

方が非常に多うございます。そういった中で御指摘も踏まえて取り組んでまいりたいというふう

に思っております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） １０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） ぜひ認定農業者が１１人おることは、私も数字をお聞きしてま

したから、それはそれで理解できるんですけど、やはりこれだけ大幅に替わっていく。今度、委

員会の任命で、推進委員もまたがらっと替わっていくものなのかどうか分かりませんが、ぜひこ

れは私の現実的なお願いとして、ある程度、一番核心の重要な人たちにはしっかり残していくよ

うに、一定期間はやっぱりしっかりこの問題解決に御尽力いただきたいなというふうに思います
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ので、あとはお願いするしかありません。推進委員はどのくらい替わる見込みですか。

○議長（中野 義信君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（石井 太君） すみません、手元に持ってきておりませんけれども、約

半数が新しく替わられることになりますけれども、逆に推進委員につきましては、ほぼほぼ認定

農業者経営の現場で自主活動している方が主でございますので、そういった方々が地域の中に根

差した活動をしていただけるというふうに理解をしておるところでございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第８３号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８３号は同意することに決し

ました。

────────────・────・────────────

日程第１３．議案第８６号

日程第１４．議案第８７号

○議長（中野 義信君） 日程第１３、議案第８６号久留米広域市町村圏事務組合において共同処

理する事務の変更及び久留米広域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議について及び日程第

１４、議案第８７号久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久留米広

域市町村圏事務組合規約の変更に伴う財産処分に関する協議については関連がありますので、一

括して議題とします。

説明を求めます。企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） おはようございます。企画財政課の山崎でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。
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議案書５ページをお願いいたします。

議案第８６号久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久留米広域市

町村圏事務組合規約の変更に関する協議について。

久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務を変更し、これに伴い、久留米広域市

町村圏事務組合規約を別紙のとおり変更することについて、地方自治法第２８６条第１項の規定

により関係市町と協議する。令和２年１２月４日提出。うきは市長髙木典雄。

提案理由。

久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する広域市町村圏計画に係る事務を廃止するた

め、同組合において共同処理する事務を変更し、これに伴い同組合の規約を変更することに関し、

地方自治法第２８６条第１項の規定により関係市町と協議することについて、同法第２９０条の

規定により、議会の議決を求めるものである。

６ページをお願いいたします。

久留米広域市町村圏事務組合規約の一部を変更する規約。

久留米広域市町村圏事務組合規約の一部を次のように変更する。これからは別紙の新旧対照表

を使って説明をさせていただきます。

新旧対照表の１ページでございます。

組合の処理する事務、第３条の第１号、第２号を削り、第３号を第１号に、第４号を第２号に

繰り上げるものです。第１２条から第１４条までを削り、第１５条第１項中「及び出資金、並び

に」を削り、同条第２項中「及び出資金」を削り、同条を第１２条とするものです。

続いて、２ページを御覧ください。

先ほどの内容で、別表を現行の第３条の第１号、第２号が削除をされるため、改正案のように、

組合の運営に要する共通経費に負担金のほうが改められるものでございます。そして第３号、第

４号の文が繰り上がって、第１号、第２号の文となるものです。

大変失礼しました。冒頭、議案の趣旨を申し上げるところでしたけど、私、飛ばしてしまいま

して、すみません、説明をまたいたします。

現在、久留米圏域は広域行政について、久留米広域市町村圏事務組合と久留米広域連携中枢都

市圏と２つの枠組みが存在する状態でございます。以前から組合議会や監査委員のほうから、二

重行政ではないか。事務事業を整理する必要があるのではないかといった御意見、御指摘等を受

けてきたところでございます。そのような中、平成３１年２月の正副組合長会議において、圏域

により効率的、効果的な行政サービスを提供していくため、事務事業整理に向けた事業を開始す

ることの合意がなされ、これを受けた検討が行われて、今年８月の組合全員協議会で改正内容の

方向性が出されたところでございます。
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内容は、久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務のうち、ふるさと振興事業に

関する事務と、国・県への提言活動を廃止し、小児救急医療支援事業に関する事務と広域消防の

２つの事業に特化していくものの、これに必要な規約改正を行うものでございました。すみませ

ん、最初に説明をすればよかったんですけど、大変失礼しました。

この附則で、令和３年４月１日から施行するものとなっております。

続いて、議案書７ページをお願いいたします。

議案第８７号久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久留米広域市

町村圏事務組合規約の変更に伴う財産処分に関する協議について。

久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久留米広域市町村圏事務組

合規約の変更に伴い、別紙のとおり財産を処分することについて、地方自治法第２８９条の規定

により関係市町と協議する。令和２年１２月４日提出。うきは市長髙木典雄。

提案理由。

久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久留米広域市町村圏事務組

合規約の変更に伴う財産処分に関し、地方自治法第２８９条の規定により関係市町と協議するこ

とについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものである。

続いて、８ページをお願いいたします。

久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久留米広域市町村圏事務組

合規約の変更に伴う財産処分に関する協議書。

地方自治法第２８９条の規定により、久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務

の変更及び久留米広域市町村圏事務組合規約の変更に伴う財産処分を次のとおり定める。

１、久留米広域市町村圏事務組合ふるさと振興事業特別会計剰余金は、久留米広域市町村圏事

務組合一般会計に編入する。

２、久留米広域ふるさと振興基金に属する財産は、各出資市町の出資割合に応じ関係市町に帰

属させる。

久留米市長以下、４市２町の首長名でこの協議書を締結する予定にしております。

先ほど説明いたしましたように、ふるさと振興事業の廃止に伴い、このふるさと振興基金も廃

止となります。この廃止に当たりまして、構成市町の出資した出資金、県からの交付金、運用益

の積立金の基金をそれぞれの市町の出資割合に応じて帰属させるというのが大きな改正、今回の

趣旨でございまして、大体、現在の見込みで、全体で１５億９,３１３万円ほどの基金総額が見

込まれておりまして、うきは市の分としては約１億４,３２６万１,０００円ほどが見込まれてお

ります。これは現時点の見込みでございますので、年度末に、また金額が変更になるかと思いま

す。今回の関係市町の協議が整った後、３月議会でこの歳入のほうの対応を考えていきたいと考
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えておるところでございます。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。２つの議案を提案しましたもんですから、議案番号を述べてから質

疑をお願いいたします。質疑はありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） この規約改正、規約変更については、もとより異議はございま

せん。もともと中枢都市圏に変わったときに重複しよるじゃないかというのを私は関係―久

留米市の部長たちに言うたことがありますから、それは異論ありません。

要は、１つは中枢都市圏のほうを関連してお聞きしたいんですけどね。重複した事業をここで

整理をかけるということは大いに賛同しますが、この中枢都市圏に至るまでが、広域市町村圏構

想から定住自立圏構想を変遷してきて現在に至っております。これは総務省の地方制度調査会が

審議しながらやってきてるんですけど。

それで、このことには賛同しますけれども、中枢都市圏のほうですね、久留米市が事務を行っ

ておりますけど、これがうきはのほうにどういうメリットをもたらしていくのかというのが、こ

のアンテナショップが結果的に駄目になりましたですよね。ほかは何の動きも耳に入ってこない

し、時折、その成果も議会のほうにもお知らせいただきたいと思いますし、その仕組みそのもの

も、概念は分かるんだけど、やっぱりその辺で、所管は企画財政課長なのか、それぞれの所管が

その分野で行くのか、その辺の分かりやすい概要でいいですけど、資料を議会のほうに配ってい

ただけませんか。でないと、１つの国の政策の広域圏事業の重要なところでもありますから、そ

れを議会があまり承知してないというのはどうかというふうに思いますので、資料をひとつ配付

をお願いしたいと思いますが、まずはいかがでしょうか。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） 連携中枢都市圏のほうは非常に事業が多くて、なかなか一言で

これというのがすぐ浮かばないぐらいいっぱいあります。これについては、議員がおっしゃった

ように少しまとめまして、後で提出をさせていただきたいと思っております。

いろんなそういった久留米広域圏とダブっているという部分がかなりあったということで、今

回の改正になったわけですけども、そういった部分は、また今後、発展させてやっていかなけれ

ばならないし、これが連携中枢都市圏のほうになると、いろんな市町との連携になってくるから

ですね、いろんな事業が展開できるということで、可能性としては非常にあるのかなと思ってお

りますし、それを皆さんに十分お伝えしきれてなかったということで、そういう部分については

整理をさせていただきたいと思っております。

○議長（中野 義信君） １０番、江藤議員。
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○議員（１０番 江藤 芳光君） ２回目です。概略分かる範囲で結構ですから、ぜひお願いした

いと思います。

それから、この規約変更後はもう、消防と小児救急だけになるんですよね。これは市長にぜひ

お願いしたいんだけど、小児救急、これはうきは市も聖マリアまで救急搬送になろうかというふ

うに思います。相当時間がかかるし、今、子供さんの核家族ももちろんですけど、やはりまだ幼

い生まれたばかりの子供たちを、いろいろ子育ての関係で非常に心配する場面が多いと思うんで

すよね。

申し上げたいのは、できるだけ近隣に小児科の問題、例えば、中央病院が救急指定を受けてま

すけどね、そこに何とか中間、最寄りの近いところに小児救急辺りを設定するようなことという

議論をすべきじゃないかと思うんですけど、その辺を１つの要望として申し上げますが、まだそ

ういう話は聞いたことがありませんから、聖マリアのみ、今度は年末を控えて、正月三が日辺り

もいろいろ動きがあるというふうに思いますので、よかったらその辺を今後御議論いただけるか

どうか、見解を賜りたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（中野 義信君） 髙木市長。

○市長（髙木 典雄君） 御指摘のように、御議決賜りますと、来年４月１日からこの久留米広域

圏の事業は小児救急医療支援事業と広域消防と、こういうことで特化をして、さらに集中的に業

務展開をやっていくということになろうかと思いますが、この小児救急医療支援事業については、

御指摘のように聖マリア病院で対応していただいてます。そうしますと、距離的にハンディーを

負ううきは市におきましては、なかなか利用者が少ないという課題は従前から承知をしておりま

す。なかなかうきは市内、医療機関が充実してない中で、どのようにそういう子供、子育ての支

援に関わるような事業につなげるかというのは大きな課題であるんですけれども、しっかり、そ

っくりうきは市内に近いところに来れば一番ありがたいんですけども、なかなか医療環境として

厳しいところがあるんですが、じゃあ、そういう中でうまく連携できるような取組ができないか

というのが問題意識として持っておりますので、しっかりまたそういうことで議論していきたい

と、このように考えております。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） お尋ねいたします。

先ほど８ページで財産が余って、広域圏のほうに一般会計に編入するということですが、今、

新旧対照表の中で小児救急センターについては質問がありましたが、消防署のほうは現在、この

広域圏で定数に職員は満たしているんでしょうか。お尋ねいたします。

○議長（中野 義信君） 市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） 今、手元に資料がございませんので、詳しくは説明できま
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せんが、消防署の職員の人数は、久留米広域管内は少ない状況だとは聞いております。令和４年

度ぐらいから増員を図っていくところで計画がなされております。

以上です。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） 市民の生活の安全、特に命を守る消防署の活動があるとするなら

ば、先ほどの剰余金ということがあるとするならば、ぜひ消防署の定数を１００％に充足してい

ただきたいと思いますが、市長、お考えはいかがでしょうか。

○議長（中野 義信君） 髙木市長。

○市長（髙木 典雄君） 御指摘のように、まだまだ久留米広域消防、職員の充足率は低うござい

ます。そういう中で広域消防も計画的に充足率を高めるように今、計画的に議論をさせていただ

いているところであります。

一方、うきは市におきましては、御案内、まだきちっと御説明してませんが、あと四、五年後

には浮羽消防署の建て替えの課題等もありまして、消防に係る大きな行政経費が見込まれますの

で、そういうことも含めまして、今回のこの基金については有効活用させていただきたいと、こ

のように考えております。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで議案第８６号、議案第８７号の質疑を終わ

ります。

お諮りします。議案第８６号、議案第８７号については委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決定い

たしました。

これより議案第８６号について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８６号は可決することに決し

ました。

次に、議案第８７号について討論を行います。討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８７号は可決することに決し

ました。

ここで暫時休憩といたします。再開は１時１５分といたします。

午後０時03分休憩

午後１時13分再開

○議長（中野 義信君） それでは、再開させていただきます。

────────────・────・────────────

日程第１５．議案第８８号

○議長（中野 義信君） 日程第１５、議案第８８号うきは市納骨堂の指定管理者の指定について

を議題とします。

説明を求めます。人権・同和対策室長。

○人権・同和対策室長（白石 孝博君） 人権・同和対策室、白石です。

議案書の９ページをお願いいたします。

議案第８８号うきは市納骨堂の指定管理者の指定について。

下記のとおり地方自治法第２４４条の２第３項の規定による指定管理者の指定を行うことにつ

いて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。令和２年１２月４日提出。うきは市長髙

木典雄。

記。

１、指定管理者に管理を行わせる施設、うきは市納骨堂。

２、指定管理者に指定する者については、記載のとおりでございます。

３、指定する期間については、令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで。

令和３年３月３１日をもって指定期間が終了するため、５年間の延長を行うものでございます。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
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お諮りします。議案第８８号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８８号は可決することに決し

ました。

────────────・────・────────────

日程第１６．議案第８９号

○議長（中野 義信君） 日程第１６、議案第８９号うきは市簡易給水施設の指定管理者の指定に

ついてを議題とします。

説明を求めます。水資源対策室長。

○水資源対策室長（吉松 浩君） 改めまして、水資源対策室長、吉松です。よろしくお願いい

たします。

議案書の１０ページを御覧ください。

議案第８９号うきは市簡易給水施設の指定管理者の指定について。

下記のとおり地方自治法第２４４条の２第３項の規定による指定管理者の指定を行うことにつ

いて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。令和２年１２月４日提出。うきは市長髙

木典雄。

１、指定管理者に管理を行わせる施設、別紙のとおり。

２、指定管理者に指定する者、別紙のとおり。

３、指定する期間、令和３年４月１日から令和８年３月３１日まででございます。

なお、管理を行わせる施設及び管理に指定する者については、１１ページの一覧表を御覧くだ

さい。これまでどおり２７の施設を引き続き指定管理してまいりたいと思っております。指定期

間につきましては、現在の期間から引き続き、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までと

するものでございます。

以上です。
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○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） お尋ねいたします。

たくさんの簡易水道施設の指定管理の問題ですが、それぞれの管理者のほうから今回の再指定

ということになると思いますが、要望とかは上がっていないんでしょうか。お尋ねいたします。

○議長（中野 義信君） 水資源対策室長。

○水資源対策室長（吉松 浩君） それぞれの指定管理者の指定につきましての条例に基づきま

して、事前に申請書を２７の各施設から頂戴しておりますので、そういった意味では、皆さんか

ら申請をいただいているという状況でございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） すみません、質問がちょっと不十分だったみたいで。これからま

た５年間していただくわけですけれども、それに対して簡易水道施設に対する、市に対する要望

とかはあっていないんでしょうかという質問です。

○議長（中野 義信君） 水資源対策室長。

○水資源対策室長（吉松 浩君） 要望といいますと、いろんなものがあろうかと思いますが、

実際にこういったところが故障がありますよ、修繕が必要ですよという要望から、今後、その先

どう考えていくのだという要望までいろいろあろうかと思いますが、一般的には当面、修繕箇所

がありますよとか、そういった意味での要望は多く承って、多くといいますか、そういう面では

承っておりますので、随時予算化させていただいているところでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 朝、資料を頂きましてありがとうございました。ぱっと見まし

て、まず今、この頂いた資料の４ページの田篭山口地区、ここにボールペンで書いておりますが、

２４年の九州北部豪雨の被害によりということで、今のところはこれはもう、休止状態というこ

とでよろしゅうございますかね。できたら、今、戸数が何戸なのか、空白になっていますので、

お願いしたいと思うんですが。

それからもう一つ、８ページです。８ページの中ほど、ちょっと下に米印で加入金が１４万円

という、含むち書いております。これは新たに加入する場合には、これだけの費用がそれぞれの

組合で違うと思うんですけども、例えば中山間地のほうに移住する場合についても、こういう費

用負担が発生するんであろうというふうに思うんですが、その辺の事情をお伺いしたいと思いま

す。
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取りあえず最後に、戸数がかなり少ないですよね。今後どうなっていくのかというのは、人口

減少とともにこういう水の事情が、中山間地、変わっていくというふうに思いますが、今、これ

から５年間ですかね、指定管理ということでございますけども、その辺の予測的なものをお願い

いたします。よろしく。

○議長（中野 義信君） 水資源対策室長。

○水資源対策室長（吉松 浩君） ３点御質問いただいております。

まず４ページの田篭山口地区の簡易給水施設、こちらにつきましては、議員おっしゃりますと

おり、災害復旧の途上でございまして、今、実際は休止状態と。水としては一応湧き水的なもの

が出ておりますので、それで手洗い程度のことはできておりますけれども、実際、本格的な稼働

はしておりませんし、個人的な話ですけども、大力さん御自身もまだ完全にこちらの山口のほう

には戻ってこられてないという状況でございます。

戸数につきましては、一応３戸ございまして、１戸、市外から転入される予定の方がちょこち

ょこいらっしゃってるということで、それを含めまして、一応３戸の予定でございます。

それから、８ページですね。前迫の給水施設でございますけれども、加入金につきましてとい

いうことで、ちょっと収支が合わないようなことになっておりましたので、この１４万円という

もの。これを除きますと、各個人からの負担金、使用料が非常に大きくなりますもんですから、

こういう注釈書きを書いていただいたところでございます。そういう利用組合の財産の持ちよう

といいますか、多い少ないにつきましては、各組合員で非常に事情が変わってきております。違

う部分もございますので、また、おっしゃいますとおり、加入戸数も組合によりましてかなり上

下がございますので、一般的にこのくらいの金額がかかるというものではなく、これはあくまで

組合各自の個人の御事情ということで、これぐらい加入金を取られてらっしゃるということと受

け止めております。

それから、全体的な話になりますと、やはり戸数が組合によりましてはかなり少ない、３戸で

すとか５戸ですとかという組合もございますし、２０戸以上あるようなところもございます。

２０戸以上あるようなところにつきましても、聞いてみますと、やはりお年寄りがお一人で住ん

でいらっしゃいますよとか、御夫婦でお年寄りが住んでらっしゃるけど、どちらかがもし亡くな

れば、もう息子さんのところに行きますよとか、そういう話はよく伺っているところでございま

す。もちろんこういう施設がある限りは、過去からの経緯もございますので、市のほうでしっか

り管理していきたいと思っておりますけれども、その先、戸数が減ってきてどうなるかという状

況については、今のところいろいろ検討はしておりますけれども、まだお出しできる段階にござ

いませんので、大変申し訳ないですが、こういう形でお答えさせていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。
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○議長（中野 義信君） １０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 理解できました。

それで、もう一つ確認したいのは、これは、水質はもう、年にどのくらいの間隔で、適切に水

質検査やられてるというふうに思いますが、多分こういう指定管理に持ち込むということで、継

続するということでございますから、水質には問題ないだろうというふうに思いますが、さっき

ありました田篭でも湧き水という話もありました。これは水源というのは、いわゆる山水、山か

らのにじみ出てくるような水源と、ほとんどがそうなんですね。湧き水という表現で全てがそう

いうことになるんですかね。その辺をあまり詳しくなかったもんですから。ちょっと、私まだ予

算のほう調べてないんですけど、これに対する指定管理料というのは発生しないですね、はい。

それ、ちょっと確認でした。

いずれにしてもこれだけのもう、少数になってきてますし、ややもするとそこに加入金なるこ

の金額はどうか分かりませんけども、それぞれの保有財産によって変わってくるということにな

ってくるんでしょうけど、その辺りを移住の今、田園回帰なりいろんな回帰の、コロナに絡んで

動きが全国的に起こってますから、いろいろ、区の未加入問題とも類して、その辺の金額負担の

話もありますから、その辺をやっぱり行政も考えていく必要があるんじゃないかと思いますが、

その点に併せて最後にしますのでお願いします。

○議長（中野 義信君） 水資源対策室長。

○水資源対策室長（吉松 浩君） まず、各利用組合での水質検査は、一応私どもの指導として

は年１回もしくはそれ以上はお願いしたいということを申し上げております。

それから水源につきましては、ちょっと今、手元に詳しい資料がございませんけれども、湧き

水であるものと、それから井戸を掘って実際ボーリングして取ってるものとございます。ちょっ

とその割合は申し訳ありません、今、手元にございません。

それから加入金の問題、区への未加入者問題とも関連してくるという話でもございますが、確

かにおっしゃいますとおり、利用料金として、加入金として多額のものが必要になるということ

になりますと、やはり二の足を踏まれるという方も中にはあるかもしれませんので、もしそうい

う御相談などがありましたら、行政としましても丁寧に説明して、どういったお金なのかとか、

そういったことで丁寧にお話をしていきたいと思っております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） 今、見せていただきましたら、４ページの先ほどの方は、避難と

いいますか、そういうことをしてるからだと思って、記入があっても仕方ないのかなと思ったの

ですが、これ見ておりましたら、大変あれですよね。代表者の名前がない。判こはあるけど名前
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がないとか、指定した管理施設の所在地の住所が書いてないとか、一番下のその他の取水地地番

とか貯水地地番がないとかあるんですが、それで議会で採決せろという提案なんでしょうか。

○議長（中野 義信君） 水資源対策室長。

○水資源対策室長（吉松 浩君） 議員おっしゃっておりますのは、恐らく１９ページの大持地

区の簡易給水施設の利用組合のところではなかろうかと思います。お名前が消えております。こ

れ、書いてないわけじゃございませんで、原本にはしっかり記入がございます。ただ、御本人の

お名前の横判を押してらっしゃいます。インクの加減か何かだと思うんですけれども、２回、

３回コピーしておりますうちに、こういった形でちょっと消えてしまいました。私どものほうで

加筆するわけにはいきませんので、こういった形でお出ししている状況でございますので、御了

承ください。

それから、管理の施設の所在地ですとか取水地番とかということで空欄になっているところご

ざいます。厳密に言えば、やはり地番など調べてということになりましょうが、何分皆様方に御

負担がかからないような形でしたいというところもございますし、それから、地番自体非常に分

かりにくいところに施設がございましたりして、そういったことで空欄になっている部分はござ

います。これは私どもがきちんとこの申請書を頂いた、事業報告を頂いたときに精査しなければ

ならないところでございますが、これは漏れているところでございますので、これにつきまして

はおわびしたいと思います。申し訳ございません。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑は終わります。

お諮りします。議案第８９号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８９号は可決することに決し

ました。
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────────────・────・────────────

日程第１７．議案第９６号

○議長（中野 義信君） 日程第１７、議案第９６号うきは市防災会議設置条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。議案の朗読は省略します。

説明を求めます。市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） 市民協働推進課、石井です。

議案書１９ページになります。

議案第９６号うきは市防災会議設置条例の一部を改正する条例の制定についてです。

次のページをお開きください。

うきは市防災会議設置条例の一部を改正する条例。

うきは市防災会議設置条例の一部を次のように改正する。

第３条第５項第８号を次のように改める。

（８）消防長及び消防団長。

附則、この条例は、公布の日から施行する。

新旧対照表の３ページをお開きください。

第３条第５項には、「委員は、次に掲げる者をもって充てる」とあります。第１号から第

１６号まで、関係する団体の代表者等が上げられております。その中で、現行の第８号には、

「うきは市消防団正副団長、消防委員長及び浮羽消防署長」となっておりますが、改正案では、

「消防長及び消防団長」に改めるものとなります。理由としましては、久留米広域消防本部から、

ほかの構成市町に併せて消防長に変更してほしいという申入れがありました。また、消防団正副

団長においても、久留米広域圏の構成市町に併せて消防団長を委員とし、副団長を除くこととし

ております。

消防委員長についてですが、消防委員会は市長の諮問に応じ、消防行政について調査や審議を

するものであるため、防災会議からは除くこととしております。

なお、消防団副団長及び消防委員長には内諾をいただいております。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 今、説明がございましたとおりに、広域市町村圏内ではもう、

うきは市のみの現行の規定は承知をいたしておりました。それで、これで結構ですが、実は防災

会議、私は現職の頃は出ておりましたけど、ちょっと話を聞いてみました。そしたら今、これだ

け自然災害、危機的な状況にある最も重要な会議の１つです。ところが、それぞれ代表者が集積
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して集まっての会議で、ほとんど意見が出ないと。結局ここで承認をされるわけですから、その

辺が気になっております。

したがって、石井課長の前、その前だったかな。会議の中でしっかり申し上げておりましたけ

ども、それは実行されていないようですが、この防災会議の前に実務担当者を入れて実態的な審

議をして、結果はこの防災会議で結論を得ると。そうしないと、なかなか代表者がその場にぼん

と来てから議論するような状況には、一般的にはないと思うんですよね。そして、実務に関わっ

ている人たちがいろんな意見を出し合って、やはり避難で言えば、逃げ遅れゼロとかというパン

フも配られておりますし、いつも心配するのは耳納山麓です。朝倉みたいに線状降雨帯、そうい

うものが来たときにもっとひどい状況になるということをいつも心配します。そういうときに皆

さん、防災計画を見直していくのはなかなか大変なことだと思いますけど、それだけ質実のある

会議構成を考えて、実態に即した行動、避難できるようなものにしていかないと、どうしても形

式的なものというふうに私は見ます。ぜひひとつ、今後の在り方については中身の問題を含めて、

確実に実行することをお願いしたいと思いますが、答弁願います。

○議長（中野 義信君） 市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） 防災会議の委員については、今現在３５名いらっしゃいま

す。その中に市長を初め副市長、教育長も参加しておりますけれども、市役所のほうでは主要な

課長にもお集まりいただいておりますし、あと自治協議会、あと男女共同参画センターのほうか

らも出ておりますので、まず、市役所関係といいますか。この防災会議の前に一度そういう事前

の担当者会議をする意味はあろうかと思いますので、今後、前向きに検討したいと思います。

○議長（中野 義信君） １０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 前向きに検討したいということでございますが、検討してくだ

さい。そして、全部の関係団体の全部集まる必要ないと思うんですよ。やっぱり消防署、警察、

現場の、即行動して、やっぱり何がしかの権限をもって発動する人たちの前線に立つ人たちが特

に必要だというふうに思いますので、必ずそれをやるようにお願いをして終わります。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） すみません、その略で書いてなければ質問もしなくてよかったの

かなと思いますが、この防災会議に参加してある女性の人数と、いわゆる障がい者の方の人数を

教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） 先ほど委員の数が３５名ということを言いましたけれども、

その中で女性が８名いらっしゃいます。率としましては２２.９％ということで、３０％に届い

ておりませんので、これは１つ課題かなと思っておりますが、どうしても警察署長とか、例えば
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合所ダム管理所長とか、あと藤波ダムの主張所長とか消防長とか、あと土木協力会の代表、建設

協同組合の代表の方とかになりますので、どうしても男性が集まってしまうということなんです

けれども、あと、市長が認める者という条例もありますので、その中で自治協議会のほうからは

女性２名、あと、にじ農協のほうからも女性部の方、２人参加とか、そういう形で女性も少しず

つ入ってきている状況かなと思っております。（「障がい者は」と呼ぶ者あり）すみません、そ

の中で障がい者の方というのはいらっしゃらない状況です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。２番、組坂議員。

○議員（２番 組坂 公明君） 今回のは構成委員の件でございますが、それに関連して防災計画

ですかね。あれが、うきは市のはどうも県とはマッチしていないところが多々あるようでござい

ます。県の防災計画も改めて見ていただいて、マッチするような、大分考え方が県と違うような。

あと、大規模災害に遭ってますから、そことも調整するような形でつくっていただければと思っ

ております。

○議長（中野 義信君） 市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） すみません、私もちょっと勉強不足で申し訳ありません。

県の防災計画も熟知して、マッチするようにしていきたいなと考えております。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第９６号については委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第９６号は可決することに決し

ました。

────────────・────・────────────

日程第１８．議案第９７号



- 58 -

○議長（中野 義信君） 日程第１８、議案第９７号うきは市職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。議案の朗読は省略します。

説明を求めます。総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 議案書は２１ページをお願いいたします。

議案第９７号うきは市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の

制定についてでございます。

２２ページをお願いいたします。

うきは市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２８年うきは市条例第８号）の

中の附則の一部を改正するものでございます。平成２８年３月議会で人事院勧告に伴います給与

制度の総合的見直しに係る条例改正を行っております。この総合的見直しと申しますのは、世代

間の給与配分の見直しを行ったものでございまして、具体的には俸給表の水準を平均で２％引き

下げる中で、５０歳代後半層の職員が多く在籍をする号俸を最大４％引き下げた改正になってお

りました。

附則におきまして、「当分の間」として改正により給与が減額になる者の減給補償を定めてお

ったところでございますが、これを「令和３年３月３１日までの間」と改めまして、本年度末で

終了するものでございます。

新旧対照表のほうは４ページに記載をしておるところでございます。

附則、この条例は、公布の日から施行する。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） この条例の改正によって影響を受けられる方は、およそ何名おら

れるのでしょうか。

○議長（中野 義信君） 総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） ２名になります。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第９７号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま
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した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第９７号は可決することに決し

ました。

────────────・────・────────────

日程第１９．議案第９８号

○議長（中野 義信君） 日程第１９、議案第９８号うきは市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。議案の朗読は省略します。

説明を求めます。市民生活課長。

○市民生活課長（白石 孝博君） 議案書２３ページをお願いいたします。

議案第９８号うきは市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。

標記の条例案を別紙のとおり提出する。令和２年１２月４日。うきは市長髙木典雄。

続いて、２４ページをお願いいたします。

地方税法の改正に伴い、うきは市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。平

成３０年度税制改正において、給与所得控除、それから公的年金等控除がそれぞれ１０万円引き

下げられるとともに、基礎控除が１０万円引き上げられます。この改正による国民健康保険税の

軽減判定所得への影響を遮断するため改正を行うものでございます。

新旧対照表の５ページをお願いします。

第２３条の国民健康保険税の減額において、第１号では７割軽減の対象となる判定所得が、現

行の３３万円から４３万円に引き上げられるとともに、被保険者等のうち給与所得を有する者の

数及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数が２以上の場合は、４３万円に給与所得者

等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額となるものです。

続いて、新旧対照表６ページですが、第２号では５割軽減の対象となる判定所得について、第

３号では２割軽減の対象となる判定所得について、第１号と同じ改正がなされるものです。

また附則では、公的年金等に係る所得について、６５歳以上である者については、附則におい

て１５万円の特別控除の適用がありますので、適用後は第２３条の１１０万円を１２５万円に読

み替えるものであります。

施行日は令和３年１月１日。令和３年度以後の年度分の国民健康保険税からの適用となるもの
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です。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） 簡単に言ったらなかなか難しいのでしょうけれども、先ほど７割

とか５割とか２割とか言われましたけれども、一般的な年齢でも構いませんが、これによる保険

料が高くなるのか安くなるのか、簡単に分かるように教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 市民生活課長。

○市民生活課長（白石 孝博君） 基本的には保険税そのものに対するものではなくて、所得によ

って今までよりも高くなることがないように、結局、軽減を受けられなくなるということがない

ようにするための制度でございますので、これまでと同じ、影響を受けることがないようにとい

うことでの改正でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第９８号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第９８号は可決することに決し

ました。

────────────・────・────────────

日程第２０．議案第９９号

○議長（中野 義信君） 日程第２０、議案第９９号うきは市後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題とします。議案の朗読は省略します。

説明を求めます。市民生活課長。
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○市民生活課長（白石 孝博君） 続きまして、議案書２６ページをお願いいたします。

議案第９９号うきは市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

標記の条例案を別紙のとおり提出する。令和２年１２月４日。うきは市長髙木典雄。

続いて、２７ページをお願いいたします。新旧対照表は８ページをお願いいたします。

地方税法の改正に伴い、うきは市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものでござい

ます。延滞金についての附則の文言の変更です。附則第２条中「特例基準割合」が「延滞金特例

基準割合」と文言が変更になるものです。それから、「租税特別措置法第９３条第２項の規定に

より告示された割合」という文言が「平均貸付割合」という文言に変更となるものでございます。

延滞金の特例の計算の方法については、現行と変更はございません。

施行日は、令和３年１月１日でございます。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第９９号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第９９号は可決することに決し

ました。

────────────・────・────────────

日程第２１．議案第１００号

○議長（中野 義信君） 日程第２１、議案第１００号うきは市地域経済牽引事業の促進に係る固

定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。議案の

朗読は省略します。
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説明を求めます。都市計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） 都市計画準備課の緒方です。よろしくお願いします。

議案書は２８ページをお願いします。

議案第１００号うきは市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例の制定について。

標記の条例案を別紙のとおり提出する。令和２年１２月４日。うきは市長髙木典雄。

議案書２９ページと、新旧対照表につきましては、９ページをお願いいたします。本条例の改

正の内容を説明します。

本条例は、第２条で引用しております「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律第２５条の地方公共団体等を定める省令」について、この当該省令の名称が法

改正に伴い改正されましたことから、本条例についても引用部分を改めるものでございます。条

例の内容につきましては、変更はございません。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第１００号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１００号は可決することに決

しました。

────────────・────・────────────

日程第２２．議案第１０１号

○議長（中野 義信君） 日程第２２、議案第１０１号うきは市吉井教育会館条例を廃止する条例
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の制定についてを議題とします。議案の朗読は省略します。

説明を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長（瀧内 教道君） 学校教育課の瀧内でございます。

議案書３０ページをお開きください。

議案第１０１号うきは市吉井教育会館条例を廃止する条例の制定についてでございます。

３１ページをお開きください。

うきは市吉井教育会館条例は、廃止する。

附則として、この条例は、公布の日から施行する。

吉井小学校の敷地内にありますうきは市吉井教育会館は、昭和５７年に市民の方の寄附を基に

建築され、教育に関する研究や研修等に利用されてまいりましたが、平成１３年度からは、吉井

小学校の学童保育所として利用されているところでございます。このたび市の監査事務局から条

例の目的外使用であるとの指摘を受け、今後、教育会館として利用する見込みがございませんの

で、条例廃止をお願いするものでございます。条例廃止後は所管を福祉事務所に移し、行政財産

の吉井学童保育所として管理されます。条例の設置目的と違った使用状態をそのままとしており

ましたことをおわびし、議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第１０１号については委員会付託を省略したいと思います。御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決しま

した。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 討論なしと認めます。

採決します。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１０１号は可決することに決

しました。

────────────・────・────────────
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○議長（中野 義信君） 以上で本日の議事日程は終了しました。

ここで、髙木市長より発言の申出があっておりますので、これを許可します。髙木市長。

○市長（髙木 典雄君） 大変お疲れのところ恐縮でございますが、私のほうからおわびと情報提

供、２点についてお話をさせていただきたいと思います。

まず、１点目のおわびでございますが、先月２６日の全員協議会で、コロナ支援策第５弾の説

明の際に、江藤議員から、医療従事者の方が自覚症状がなくても確定検査、つまりＰＣＲ検査が

利用できるよう公費負担すべきではないかという御質問の中で、私のほうが、国のほうで対応し

ている旨、回答させていただいておったのでありますが、正しくは、ハイリスク者に接触する可

能性の高い医療従事者に対しては、新型コロナウイルス感染検査が必要と考えられる場合は、積

極的に検査を実施してほしいとの国、つまり厚生労働省からの指導があってるということで、全

ての医療機関で勤務している医療従事者まで含んでおりませんので、回答の説明が十分でなかっ

たことをおわびするとともに、訂正をさせていただきたいと思います。

それから２点目が、今日の西日本新聞の朝刊、全国版の第３面に大きくＲＤＦ継承、３組合参

画へという記事が載っておりました。この記事の内容は、既に御説明してますように、ＪＦＥエ

ンジニアリングが５年間の事業継承を申し出ているわけなんですが、そこにうきは久留米環境施

設組合を含めた３組合が前向きに参画を検討しているという世界と、あと、私どもが、全ての組

合が株主でもあるんですが、この出資当時の株価である１株当たり５万円でＪＦＥが買い取るよ

うな記事になっておりますが、２つとも全然、事実誤認でございまして、早急に我々５組合、ど

こから情報が出たのか確認したところ、福岡県を含めまして一切対応はしてないということであ

ります。

少し詳しく申し上げますと、まず福岡県内には、うきは久留米環境施設組合を含めまして５つ

の組合があるわけでありますが、この記事によりますと、ＪＦＥエンジニアリングに前向きに参

画を検討しているのが、まずは大牟田・荒尾清掃施設組合、そして須恵町外二ヶ町清掃施設組合、

そして私どもうきは久留米環境施設組合となっております。一方残り２つの県央の環境施設組合、

宮若の環境施設組合は参画意思がないと、こういう記事になっております。私ども以外の組合に

ついては正式に私自身聞いてませんのでコメントすることはできませんが、少なくとも、うきは

久留米環境施設組合については、今まで皆様方の説明の中で決して悪い話ではないと言いながら、

議員の皆さんからいろんなお尋ねもあって調べるということで、まだ前向きの参画の姿勢も含め

て、一切私自身、表明をしておりませんので、こういう形で新聞に出るというのは誠に遺憾なと

ころでありますが、これは全て行政のほうから出ている話ではないということを御理解いただき

たいと思います。

それから、ＪＦＥが全株主から１株当たり５万円で買取りという記事は、全く事実誤認であり
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ます。このことにつきましては、今、議長のほうにも相談をさせていただいているんですが、本

定例会が終わる１６日に少しお時間をいただいて詳しい説明をさせていただいて、よりこの問題

について深掘りをさせていただきたいと、このように思ってますので、その際、また詳しくお話

をさせていただきますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。

○議長（中野 義信君） それでは、連絡をいたします。あす１２月５日から１２月６日までは休

会とし、１２月７日、本会議を開き、一般質問を行います。

以上です。本日はこれで散会します。

○事務局長（石井 良忠君） 起立、礼。お疲れさまでした。

午後２時05分散会


